
   

公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会
（第3回） 

 

日時：平成19年8月29日(水)15:00～17:00

場所：中央合同庁舎3号館 11階特別会議室

 

議 事 次 第 

1． 開 会 

2． 議 事 

(1) 意見整理と対応 

(2) ガイドラインの基本的な考え方について

(3) ガイドラインの骨子（案）について

3． 閉 会

配 付 資 料 

 

資料1-1 意見整理と対応

資料1-2 論点の整理

資料2 ガイドラインの基本的な考え方

資料3 ガイドラインの骨子（案）

資料4 計画策定プロセスガイドラインの策定スケジュール（予定）

参考資料1 その他のガイドラインとの比較

参考資料2 第2回研究会議事録　　(第2回研究会議事録に掲載)
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№
分
類

意
見
等

対
応
方
針

1
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て

○
　
本
来
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
は
直
轄
で
あ
る
と
思
う
。
自
治
体
、
民
間
分
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
な
の
か
整
理
が
必
要
。

［
基
本
的
考
え
方
］
に
記
載

2
○
　
柔
軟
性
の
あ
る
合
意
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
技
術
的
に
安
全
側
で
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
様
な
問
題
に
対
し
て
一
歩
踏
み
込

　
ん
で
判
断
す
べ
き
な
の
か
、
市
民
参
画
を
行
う
こ
と
で
果
た
し
て
い
い
案
が
で
き
る
の
か
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
あ
る
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］
（
３
）

・
複
数
案
の
比
較
評
価
の
結
果
、
総
合

的
な

観
点

で
判

断
す

る
旨
を
記
述
す
る
方
向
で
検
討
。

［
基
本
的
考
え
方
］

・
住
民
参
画
に
よ
り
関
係
者
と
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

確
保
し
、
よ
り
よ
い
計
画
に
す
る
旨
を

記
述

す
る

方
向

で
検

討
。

3
○
　
本
件
の
場
合
、
議
論
の
方
向
と
し
て
、
現
実
の
事
例
か
ら
積
み
上
げ
で
行
な
う
こ
と
が
好
ま
し
い
。

・
各
手
続
き
等
に
、
好
事
例
を
基
と
し

た
解

説
文

を
記

載
す

る
予
定
。

4
○
　
「
決
定
の
あ
り
方
」
に
し
わ
寄
せ
が
行
く
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
事
業
主
体
が
は
っ
き
り
決
ま
っ
て
な
い
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー

　
ス
が
起
こ
り
う
る
か
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

［
そ
の
他
留
意
事
項
］

・
解
説
文
で
事
業
主
体
が
計
画
策
定
者

と
異

な
る

場
合

の
留

意
事
項
を
加
え
る
方
向
で
検
討
。

5
（
２
）
計
画
策
定
の
手
続
き
の
あ
り
方

（
計
画
検
討
手
続
き
）

○
　
委
員
会
等
（
外
部
機
関
）
と
行
政
（
決
定
権
者
）
の
最
終
的
に
ど
ち
ら
が
決
定
す
る
の
か
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］
（
６
）

・
計
画
策
定
者
が
責
任
を
持
っ
て
決

定
す

る
旨

記
述

。

6
○
　
地
域
づ
く
り
の
よ
う
な
問
題
と
国
全
体
を
考
え
る
よ
う
な
問
題
と
で
は
意
志
決
定
の
あ
り
方
が
異
な
る
。
後
者
の
場
合
最
終
的
に
は
行

　
政
が
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
に
は
反
対
者
に
対
し
て
意
志
決
定
の
透
明
性
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］
（
３
）

・
計
画
決
定
の
際
に
そ
の
決
定
の
経

緯
お

よ
び

採
用

し
な

い
こ
と
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
こ

と
を

検
討

。

7
○
　
構
想
段
階
で
あ
っ
て
も
あ
る
程
度
イ
ン
パ
ク
ト
評
価
の
導
入
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

［
技
術
的
検
討
］

・
評
価
の
実
施
に
際
し
て
、
定
量
的

、
定

性
的

な
評

価
を

行
い
、
出
来
る
限
り
客
観
的
な
評
価
を

示
す

旨
、

記
載

す
る

方
向
で
検
討
。

8
（
必
要
性
の
確
認
に
つ
い
て
）

○
　
そ
も
そ
も
公
共
事
業
は
必
要
性
が
あ
る
か
ら
発
案
さ
れ
る
。
先
ず
こ
の
発
案
段
階
の
事
業
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
プ
ロ
セ
ス
も
含
め

　
て
明
確
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
前
提
条
件
が
明
確
で
あ
る
か
否
か
で
そ
の
後
の
手
続
き
が
順
調
に
進
む
か
に
大
き
な
影
響
を

　
与
え
る
。

○
　
構
想
段
階
の
意
義
は
、
概
ね
規
模
と
位
置
を
決
め
る
こ
と
。
そ
の
前
提
と
な
る
必
要
性
の
確
認
は
重
要
。
た
だ
し
、
事
業
毎
に
確
認
の

　
性
格
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
多
く
の
時
間
を
要
す
る
た
め
、
構
想
段
階
に
絞
っ
て
議
論
す
る
こ
と
が
望
ま

　
し
い
。

○
　
必
要
性
は
市
民
に
よ
っ
て
（
検
討
で
は
な
く
）
確
認
さ
れ
る
べ
き
事
柄
。
こ
こ
で
は
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
の
議
論
を
し
っ
か
り
す
べ
き
。

○
　
（
必
要
性
の
確
認
に
つ
い
て
）
そ
も
そ
も
問
題
意
識
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］

・
事
業
の
目
的
な
ど
を
明
確
に
し
た
上

で
計

画
検

討
を

発
議

を
行
う
旨
記
載
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］

・
計
画
検
討
手
続
き
の
中
で
住
民
へ
の

必
要

性
の

確
認

を
留

意
す
る
旨
記
載
す
る
方
向
で
検
討
。

9
（
３
）
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る

公
衆
関
与
、
地
方
公
共
団
体
等
の
関
与
の

あ
り
方

○
　
住
民
あ
る
い
は
市
民
対
行
政
と
い
う
２
つ
の
対
立
軸
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
行
政

　
と
住
民
あ
る
い
は
市
民
だ
け
で
は
な
く
、
事
業
者
（
航
空
会
社
、
鉄
道
会
社
、
高
速
道
路
会
社
）
、
利
用
者
、
周
辺
の
人
（
沿
線
、
沿
道
、

　
流
域
の
人
た
ち
）
な
ど
の
利
害
関
係
者
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
の
利
害
関
係
者
を
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
で
合
意
形
成
の
や
り
方
が

　
異
な
る
は
ず
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］

・
関
係
者
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と

、
各

関
係

者
に

応
じ

た
手
法
を
選
択
す
る
こ
と
、
を
記
載
。

意
　

見
　

整
　

理
　

と
　

対
　

応
資

料
１

－
１

1
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№
分
類

意
見
等

対
応
方
針

1
0

（
関
係
者
の
整
理
例
の
表
に
つ
い
て
の

意
見
）

○
　
切
り
口
と
し
て
は
粗
い
か
も
。

○
　
整
理
は
大
切
だ
が
、
わ
か
り
に
く
い
。
例
え
ば
地
価
が
あ
が
る
地
権
者
は
受
益
者
で
も
あ
り
こ
の
場
合
ど
う
す
る
の
か
。
受
益
者
と
負

　
担
者
の
説
明
な
ど
場
合
分
け
し
て
定
義
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

○
　
仮
説
と
し
て
い
い
が
、
固
定
化
し
な
い
方
が
よ
い
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
使
う
人
が
実
際
の
運
用
で
、
自
分
で
考
え
て
も
ら
う
こ
と
が
重

　
要
で
あ
る
こ
と
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
書
く
べ
き
。

○
　
事
業
ご
と
に
違
い
が
あ
る
の
で
、
ま
と
め
る
の
は
大
変
だ
と
思
う
が
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
事
例
を
示
す
な
ど
し
て
ほ
し
い
。

・
見
直
し
て
修
正
の
上
、
解
説
文
に

記
載

す
る

予
定

。

1
1

○
　
誰
が
ど
う
い
っ
た
関
与
の
仕
方
を
行
な
う
か
が
重
要
。
思
わ
ぬ
利
害
関
係
者
が
い
る
こ
と
が
あ
り
、
利
害
関
係
者
を
特
定
で
き
な
い
可

　
能
性
が
あ
る
こ
と
も
問
題
点
の
一
つ
。

○
　
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
ボ
ル
ブ
メ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
、
例
え
ば
、
一
体
ど
こ
ま
で
住
民
参
加
を
期
待
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
整
理
し

　
て
欲
し
い
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］
（
３
）

・
関
係
者
と
し
て
把
握
す
る
際
の
留
意

事
項

と
し

て
明

示
す

る
予
定
。

1
2

（
住
民
参
画
手
続
き
）

○
　
計
画
の
プ
ロ
セ
ス
に
P
I
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
。

○
　
論
点
整
理
の
フ
ロ
ー
図
は
少
し
誤
解
を
招
く
か
も
。

住
民
等
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
す
べ
て
の
段
階
に
あ
る
。

○
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
セ
ス
と
対
象
の
パ
ッ
ケ

ー
ジ
化
に
つ
い
て
手
法
・
考
え
方
を
示
し
て
は
。

○
　
住
民
等
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
に
対
し
、
応
答
す
る
こ

と
が
重
要
。
な
ぜ
受
け
入
れ
な
い
か
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

　
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
も
大
切
。

○
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
意
見
を
集
め
る
部
分
は
よ

く
で
き
て
い
る
が
、
（
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
だ
と
は
思
う
が
）
ど
う
フ
ィ
ー
ド

　
バ
ッ
ク
す
る
の
か
。
双
方
向
の
考
え
が
必
要
で
あ
る
。

○
　
合
意
形
成
に
よ
っ
て
何
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
整

理
し
て
欲
し
い
。
何
が
担
保
さ
れ
た
の
か
き
ち
っ
と
整
理
し
な
い
と
後
か
ら
大
き

　
な
ダ
メ
ー
ジ
を
被
る
こ
と
さ
え
あ
る
こ
と
注
記
し
て
は

い
か
が
か
。

・
住
民
参
画
手
続
き
を
独
立
し
た
章
と

す
る

方
向

で
検

討
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］

・
必
要
に
応
じ
て
、
適
宜
、
計
画
策
定

者
は

住
民

等
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
を
記

載
。

・
住
民
に
わ
か
り
や
す
い
説
明
を
す
る

こ
と

を
留

意
す

る
予

定
。

・
意
見
を
整
理
し
た
結
果
を
住
民
に
説

明
す

る
旨

記
載

す
る

方
向
で
検
討
。

［
体
系
図
］

・
意
見
を
基
に
修
正
し
、
基
本
的
考
え

方
の

中
で

説
明

。

1
3

（
４
）
社
会
面
、
経
済
面
、
環
境
面
等
総

合
的
な
観
点
か
ら
の
評
価
の
あ
り
方
（
４

－
１
）
複
数
案
の
設
定
の
あ
り
方

○
　
ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
視
野
に
入
れ
る

の
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ン
ビ
ィ
的
な
非
常
に
狭
い
視
野
で
の
短
期
間
的
な
意
見

　
が
支
配
的
に
な
ら
な
い
よ
う
な
枠
組
み
を
予
め
用
意
し

て
な
い
と
、
創
造
的
な
政
策
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］
（
１
）

・
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
参
画

を
促

す
旨

、
解

説
等

に
記
載
す
る
こ
と
を
検
討
。

1
4

○
　
複
数
案
の
設
定
の
仕
方
で
は
、
ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン
を
考
え
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
例
も
あ
る
。
例
え
ば
更
新
で
あ
る
と
か
、
再
生
で

　
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
極
め
て
人
工
的
な
エ
リ
ア
で
何
か
を
つ
く
る
場
合
は
、
ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
荒
廃
す
る
可
能

　
性
が
あ
る
。
ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン
が
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
欲
し
い
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］

・
事
業
を
行
わ
な
い
案
に
つ
い
て
は

、
案

が
現

実
的

で
あ

る
場
合
に
は
複
数
案
に
含
め
、
現
実
的

で
な

い
場

合
で

も
評

価
の
参
考
と
し
て
示
す
こ
と
を
検
討
す

る
旨

記
載

。

1
5

○
　
ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
目
的
達
成
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
施
設
整
備
以
外
の
方
法
で
行
う
と
言
う
も
の
を
ゼ
ロ
オ
プ
シ
ョ
ン
と

　
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］
（
３
）

・
施
設
整
備
以
外
の
方
法
で
行
う
案
も

考
え

ら
れ

る
こ

と
等

を
、
解
説
と
し
て
加
え
る
方
向
で
検
討

。

1
6

（
４
－
２
）
評
価
の
あ
り
方
（
評
価
項

目
、
評
価
方
法
等
）

○
　
事
業
主
体
に
よ
っ
て
、
差
が
あ
る
と
感
じ
る
。
道
路

で
は
、
交
通
、
環
境
、
土
地
利
用
、
社
会
経
済
と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ
れ
検
討
評
価

　
が
さ
れ
て
い
る
が
、
地
域
差
（
地
域
毎
の
要
望
等
）
に

つ
い
て
、
Ｐ
Ｉ
を
導
入
す
る
過
程
・
段
階
で
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
。
海

　
外
で
は
こ
の
評
価
項
目
に
地
域
の
重
み
付
け
を
行
い
、

各
事
業
案
が
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
に
対
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
達
成
で
き
る
の
か
を
数
値

　
で
示
し
て
、
要
望
に
対
し
て
達
成
が
ど
の
く
ら
い
で
き

る
の
か
と
い
う
の
を
掛
け
合
わ
せ
る
よ
う
な
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

　
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
で
き
れ
ば
よ
い

。

［
計
画
検
討
手
続
き
］

・
ど
の
よ
う
な
項
目
を
設
定
す
る
か
、

実
際

の
検

討
に

あ
た
っ
て
、
事
業
や
地
域
等
の
特
性
に
配

慮
す

る
旨

記
載

。

1
7

○
　
い
わ
ゆ
る
温
暖
化
の
よ
う
な
広
域
環
境
と
、
そ
れ
と
生
物
多
様
性
の
よ
う
な
間
接
的
な
環
境
を
、
全
く
同
義
で
重
み
付
け
で
き
な
い
か

　
ら
、
時
空
間
の
広
が
り
に
応
じ
た
階
層
性
を
用
意
し
て
お
か
な
い
と
、
非
常
に
近
視
眼
的
な
評
価
に
、
あ
る
い
は
事
業
を
過
小
評
価
す
る

　
こ
と
に
な
る
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］

・
社
会
面
、
経
済
面
、
環
境
面
等
の

項
目

を
バ

ラ
ン

ス
よ

く
設
け
る
旨
記
載
す
る
。

1
8

○
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
施
行
す
る
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
を
同
時
に
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
細
な
事
業
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ス
ケ
ー
ル
の
精
度

　
は
要
ら
な
い
に
し
て
も
、
構
想
の
段
階
の
戦
略
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
、
ど
の
程
度
の
情
報
が
必
要
か
議
論
す
べ
き
で
あ
る
。

［
計
画
検
討
手
続
き
］
（
５
）

各
評
価
項
目
の
精
度
を
適
切
な
も
の
と

す
る

旨
、

記
載

。
［
技
術
的
検
討
］

専
門
的
見
地
か
ら
十
分
な
検
討
を
す
る

た
め

、
検

討
に

用
い

る
デ
ー
タ
を
、
質
量
と
も
適
切
な
も
の

と
す

る
旨

、
記

載
。

2
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№
分
類

意
見
等

対
応
方
針

1
9

（
４
－
３
）
計
画
案
の
決
定
の
あ
り
方

○
　
各
事
業
は
多
様
だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
に
決
め
ら
れ
た
計
画
の
位
置
付
け
、
決
定
権
者
、
根
拠
、
意
思
決
定
の
ル
ー
ル
と
い
う
も
の
を
は

　
っ
き
り
さ
せ
、
共
通
認
識
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
計
画
手
続
き
と
し
て
、
制
度
化
を
進
め
る
べ
き
分
野
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
個
別
管
理

　
法
の
中
に
計
画
を
入
れ
、
P
I
が
形
骸
化
し
な
い
よ
う
に
制
度
化
を
進
め
て
ほ
し
い
。

・
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、

標
準

的
な

手
続

き
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

・
個
別
法
へ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

は
各

個
別

法
に

お
い

て
別
途
検
討
。

2
0

○
　
合
意
形
成
的
な
議
論
ま
で
は
難
し
く
、
す
べ
て
の
人
が
す
べ
て
同
じ
方
向
に
向
く
と
い
う
の
は
現
実
論
と
し
て
あ
り
得
な
い
し
、
あ
る

　
意
味
、
妥
協
形
成
か
と
思
う
。
意
見
の
対
立
を
前
提
と
し
て
ど
う
や
っ
て
デ
シ
ジ
ョ
ン
・
メ
ー
キ
ン
グ
す
る
か
、
そ
の
手
続
き
を
ど
う
す

　
る
か
を
考
え
る
べ
き
。

○
　
ど
こ
ま
で
議
論
す
れ
ば
い
い
の
か
、
議
論
を
ど
こ
で
や
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
十
分
議
論
は
や
り
尽
く
し
た
と
い
う
の
を
ど
う
評
価

　
で
き
る
か
（
t
a
k
e
n
‐
f
o
r
‐
g
r
a
n
t
e
d
n
e
s
s
）
等
を
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
ど
う
説
明
す
る
か
が
課
題
。

○
　
合
意
形
成
の
た
め
に
は
、
「
時
間
管
理
」
だ
け
で
は
な
く
、
「
透
明
性
」
を
確
保
す
べ
き
で
あ
り
、
「
時
間
管
理
」
は
そ
の
一
部
で
は

　
な
い
か
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］

・
同
じ
く
、
計
画
策
定
者
が
計
画
案
の

選
定

結
果

や
そ

の
理

由
を
広
く
住
民
に
説
明
し
、
合
理
的
な

判
断

で
あ

る
こ

と
の

理
解
を
求
め
る
こ
と
を
記
載
す
る
方
向

で
検

討
。

2
1

（
委
員
会
等
（
外
部
機
関
全
般
）
に
つ
い

て
）

○
　
専
門
性
と
意
見
集
約
は
別
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た

、
専
門
性
と
意
見
集
約
は
大
事
な
点
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
ま
で
ま
と
め
る

　
の
は
難
し
い
が
、
方
向
付
け
ぐ
ら
い
は
し
て
欲
し
い
。

○
　
専
門
家
が
集
ま
る
と
一
般
の
人
が
理
解
で
き
な
い
技

術
の
話
に
集
中
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
外
部
機
関
が
市
民
と
は
か
け
離
れ
た

　
機
関
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
市
民
と
か
け
離
れ
た
機

関
で
も
な
く
、
市
民
の
代
弁
機
関
で
も
な
く
、
行
政
の
代
弁
で
も
好
ま
し
く
な
く
、

　
中
立
性
を
保
っ
て
ほ
し
い
。

○
　
行
政
内
部
と
外
部
の
役
割
の
整
理
を
進
め
て
欲
し
い

。
○
　
個
人
的
意
見
を
持
ち
事
業
に
積
極
的
に
関
与
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
学
識
経
験
者
も
関
係
者
と
見
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

○
　
関
係
者
に
は
人
と
団
体
の
２
つ
の
分
け
方
が
あ
る
こ

と
に
も
注
意
が
必
要
。

○
　
総
合
性
、
中
立
性
の
観
点
か
ら
整
理
が
必
要
。
専
門

家
は
、
個
別
の
専
門
分
野
で
の
議
論
は
中
立
性
を
保
っ
た
発
言
が
で
き
る
が
、
総

　
合
性
判
断
の
過
程
で
個
別
の
専
門
家
に
総
合
性
を
求
め

る
と
中
立
性
が
持
た
な
く
な
る
。
行
政
が
決
定
権
者
で
あ
る
前
提
で
、
ど
う
い
う

　
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
。

○
　
客
観
性
の
確
保
は
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
は
な
い

と
考
え
る
。
客
観
性
と
い
っ
て
も
人
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
誰
の
目
か
ら
見
て
も
客

　
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。

・
委
員
会
等
を
独
立
し
た
章
と
す
る
方

向
で

検
討

。
基

本
的

事
項
や
各
々
の
支
援
組
織
役
割
等
を
整

理
。

2
2

（
委
員
会
等
（
学
識
委
員
会
）
に
つ
い

て
）

○
　
学
識
委
員
会
は
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ボ
ー
ド
と
し
て
の

方
が
い
い
と
思
う
。
調
整
ま
で
期
待
す
る
の
は
無
理
。

○
　
専
門
性
確
保
の
た
め
の
組
織
は
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
問

題
だ
と
考
え
る
。

・
委
員
会
等
を
独
立
し
た
章
と
す
る
方

向
で

検
討

。
基

本
的

事
項
や
各
々
の
支
援
組
織
役
割
等
を
整

理
。

2
3

（
委
員
会
等
（
住
民
参
画
の
た
め
の
外
部

機
関
）
に
つ
い
て
）

○
　
住
民
参
画
の
た
め
の
外
部
機
関
に
つ
い
て
は
多
様
な

使
わ
れ
方
が
あ
る
。
あ
る
種
の
レ
ビ
ュ
ー
的
な
フ
ェ
ー
ズ
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ

　
り
、
説
明
図
に
示
さ
れ
た
段
階
に
限
定
さ
れ
な
い
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
行
政
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
の
だ
と
思
う
が
整
理
し
て
欲

　
し
い
。

○
　
意
見
調
整
に
つ
い
て
は
行
政
が
行
う
の
は
き
つ
い
場

合
が
あ
る
。
行
政
と
は
別
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
的
な
人
を
お
く
こ
と
ま
で
考
え

　
る
の
か
。

・
委
員
会
等
を
独
立
し
た
章
と
す
る
方

向
で

検
討

。
基

本
的

事
項
や
各
々
の
支
援
組
織
役
割
等
を
整

理
。

2
4

そ
の
他
　
－
１

○
　
専
門
性
の
確
保
は
、
意
見
調
整
で
は
な
く
検
討
プ
ロ

セ
ス
の
妥
当
性
確
認
の
問
題
。

○
　
計
画
の
専
門
性
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
適
切

性
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
っ
と
整
理
し
て
欲
し
い
。

・
計
画
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
体
系
を
整
理

す
る

。

2
5

そ
の
他
　
－
２

○
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
現
場
の
調
査
計
画
な
ど
の
担
当

者
向
け
な
の
で
、
次
の
点
に
留
意
し
て
書
い
た
方
が
い
い
。

　
①
 
関
係
者
の
範
囲
な
ど
、
事
例
紹
介
で
も
良
い
の
で
具
体
的
に
書
く
こ
と
。

　
②
 
事
務
所
の
担
当
等
が
2
年
程
度
で
交
代
す
る
中
、
外

部
機
関
は
「
継
続
性
」
保
つ
も
の
と
し
て
期
待
で
き
る
。

　
③
 
全
体
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
大
切
。
中
立
と
も
言
え
る
が
こ
の
点
を
強
調
す
べ
き
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
事
業
を
想

　
　
定
す
る
と
、
国
の
別
の
機
関
は
な
ぜ
入
ら
な
い
の
か

な
ど
。

・
そ
の
他
等
に
お
い
て
、
解
説
な
ど
で

留
意

事
項

と
し

て
明

示
。

2
6

そ
の
他
　
－
３

○
　
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
の
問
題
。
例
え
ば
、
政
策
レ
ベ
ル
、

事
業
計
画
レ
ベ
ル
、
機
能
な
ど
ど
の
問
題
を
ど
こ
で
議
論
す
る
か
と
言
う
よ
う
な

　
こ
と
。

○
　
二
酸
化
炭
素
の
問
題
に
つ
い
て
は
現
在
の
環
境
影
響

評
価
で
は
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
評
価
方
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ラ

　
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
L
C
A
）
を
用
い
る
べ
き
か
な
ど
を
市
民
に
問
う
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
得
る
。

・
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
や
各
環
境
関
連
対
象

項
目

の
取

り
扱

い
に

つ
い
て
は
、
個
別
の
事
業
毎
に
異
な
る

こ
と

も
あ

り
、

統
一

し
た
記
載
を
せ
ず
、
個
別
に
必
要
に
応

じ
各

技
術

基
準

等
で

対
応
を
示
す
こ
と
を
記
載
。

3
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№
分
類

意
見
等

対
応
方
針

2
7

そ
の
他
　
－
４

○
　
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
収
集
し
た
調
査
結
果
や
デ
ー
タ
が
次
の
環
境
ア
セ
ス
に
際
し
て
流
用
で
き
る
よ
う
な
制
度
を
組
む
べ
き
。
例
え

　
ば
評
価
主
体
や
実
施
者
が
変
わ
っ
た
り
し
て
引
き
継
が
れ
な
い
な
ど
の
課
題
も
あ
る
の
で
留
意
し
て
欲
し
い
。

［
そ
の
他
留
意
事
項
］

・
計
画
決
定
後
の
環
境
影
響
評
価
や

都
市

計
画

手
続

き
の

段
階
で
有
効
に
活
用
す
る
、
旨
記
載
。

解
説
の
中
に
、
指
摘
の
留
意
事
項
を

記
載

す
る

方
向

で
検

討
。

2
8

そ
の
他
　
－
５

○
　
「
計
画
案
の
決
定
の
あ
り
方
」
は
、
手
続
き
の
あ
り

方
そ
の
も
の
で
、
手
続
き
を
ど
う
や
っ
て
改
善
し
て
い
く
か
、
多
く
の
方
の
理
解
・

　
賛
同
が
得
ら
れ
る
形
・
解
に
導
い
て
い
く
手
続
き
が
一

番
重
要
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
決
定
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
反
対
し
て
い
る

　
決
定
に
強
引
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

決
定
の
手
前
に
あ
る
手
続
き
の
あ
り
方
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、

　
対
象
・
分
野
に
よ
っ
て
も
濃
淡
は
あ
る
も
の
の
、
比
較

的
簡
単
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
手
続
き
の
骨
組
み
は
概
ね
で
き
て
い
る
と
思
う
。

［
住
民
参
画
手
続
き
］
（
３
）

・
住
民
参
画
手
続
き
の
結
果
を
十
分
に

配
慮

し
、

意
見

を
反

映
し
た
上
で
計
画
を
決
定
す
る
旨
記
載

。

4
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 1

論 点 の 整 理
 

 

１．プロセス全体 

１－１ 計画策定プロセスの構成について 

計画策定プロセスの手続きや役割を明確にするために、計画検討手続き、住民参画手続

き、技術的検討に分けて、計画策定プロセスを整理することを検討する。 

 

１－２ 対象者について 

計画策定プロセスを適用する事業や事業者を明確にする必要がある。 

 

 

２．計画検討手続き（社会面、経済面、環境面等総合的な観点からの評価のあり方） 

 

２－１ 計画検討の発議と必要性の確認 

構想段階において、計画の必要性をどのように確認または評価するのかを整理する必要

がある。その際、構想段階以前に必要性や基本方針が判断されている事業があることなど、

事業の特性や法制度に留意すべきである。 

 

２－２ 複数案の設定 

事業の影響・評価を有意に比較できる複数案の設定が望ましいが、複数案設定の考え方

とともに、設定できない場合やゼロオプションの扱い方の整理を行う必要がある。 

事業を行わない案については、実現性がある場合、そうでない場合でも、参考のため、ま

たは他の案との差異を明らかにし、実現性がないことを確認する目的で、案の一つとして含

めるかどうか検討する。 

 

２－３ 評価項目の設定のあり方 

計画案の評価をより多面的かつ有効に行うための評価項目の設定のあり方について、基

本的な考え方や手順を整理する必要がある。評価項目は、社会面、経済面、環境面等の多

様な項目が事業に影響を及ぼすこと等も配慮し、バランスよく設定する必要がある。その際、

住民の関心事等に関する論点に抜けがないことに留意する。 

 

２－４ 評価の方法 

構想段階の評価においては、この段階での評価に必要な情報の精度や、その情報の入手

可能性を踏まえて、適切な評価の精度を確保する必要がある。 

資料１－２ 
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２－５ 総合評価のあり方 

評価項目を総合的に評価し、一の案を決定する方法を検討する上で、可能な限り客観性

や透明性を担保する方法を検討する必要がある。例えば、ア）評価項目ごとの得失の整理、

イ）案選定の根拠（数値等）の明示、ウ）数値等で客観的な説明ができない場合に優劣の

判定を下した際の判断基準等を、公表することにより担保することが重要である。 

複数案の中から責任を持って計画を決定する主体を明示することが重要である。 

 

 

３．住民参画手続き（関係者とのコミュニケーションのあり方） 

 

３－１ 計画検討手続きと住民参画の関係 

計画検討プロセスと住民等とのコミュニケーションの関係において、住民参画の位置付けを

整理する必要がある。 

 

３－２ 関係者の適切な把握 

当該事業により影響を受ける関係者としては、利用者、地域住民、ＮＰＯ等や行政機関など

多様な主体が考えられるが、住民参画プロセスにおいて対象者を適切に把握し、整理する必

要がある。 

 

３－３ コミュニケーションのあり方 

コミュニケーションには様々な手法があるが、対象とする者ならびに目的に応じ、有効な手

法を採用する必要がある。 

 

３－４  住民参画プロセスにおける合意形成のあり方 

計画案の決定に至るまでに、意見の対立を前提とした合意形成を想定し、事業に応じた方

策のあり方について検討が必要である。 

 

 

 

４．委員会等（外部機関）の役割と体制 

事業者が必要であると判断する場合には、委員会等を設置するが、専門的助言や意見の

集約・調整などの果たすべき役割の明確化と、それに応じた委員会等の設置の考え方を整

理する必要がある。 
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 資料２  

ガイドラインの基本的考え方 

 

１． 本ガイドラインの位置づけ 

○ 本ガイドラインは、国土交通省所管の河川、道路、港湾、空港等の直轄事業等を対象

に、構想段階における計画策定プロセスのあり方について横断的に、標準的な考え方等

を示すものである。 

  また、地方公共団体等が国の補助金の交付を受けて行う事業や民間事業者が行う事

業についても、事業の規模等に応じて、本ガイドラインの趣旨に配慮した措置が講じられ

ることを期待する。 

 

○ 公共事業は事業毎に個別の所管法に則り実施されるものであり、個別の所管法の目

的や責務を十分に踏まえて、本ガイドラインを運用する。 

 

○ 事業分野ごとの事業特性等により特別な留意が必要な場合には、事業分野ごとにガイ

ドライン等を整備・充実するものとする。 

 

○ 実際の個別事業への適用にあたって、地域特性や社会経済情勢等に十分配慮し、当

該事業に最も適した計画策定のプロセスを選定できるように、本ガイドラインの各規定が

設けられた主旨を十分踏まえつつ、柔軟に適用するものとする。 

 

○ 既存の住民参加手続きガイドライン等をもとに、これまでの取り組み事例等から得られ

た知見や「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン」（Ｈ１９．４，環境省）等の新たな動き

も踏まえたものとする。 

 

 

 

２．計画策定プロセスの体系 

 計画策定プロセスは、計画策定者が中心となって行う計画検討手続き、関係者との適切

なコミュニケーションを確保するための住民参画手続き、計画内容の合理性を確保するた

めの技術的検討 の３つから構成される（図―１参照）。 

 

○ 計画検討手続き 

 計画策定にあたっての手続きが公平性、客観性、合理性、透明性を持って適切に行われ

る必要がある。 

そのためには、次の３点に留意する必要がある。 

① 計画策定者が計画検討において行うべき基本的な手続きの明確化 
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② 技術的検討及び住民参画手続きとの有機的な連携 

③ 事業特性や地域特性を踏まえて運用 

 

○ 住民参画手続き 

 計画策定者と住民等とのコミュニケーションを適切に行い、住民等の目からみても妥当な

手続きとなっていることが必要である。 

そのためには、次の４点に留意する必要がある。 

① 手続き・情報が公開されているか。 

② 積極的に計画に対する説明がなされているか。 

③ 十分な参画の機会が確保されているか。 

④ 住民等からの意見を積極的に受け付け、質疑等に対して真摯な応答がなされている

か。 

 

 ○ 技術的検討 

 公共事業の目的の設定やその目的を実現するための手段の選択等の計画の内容は、

技術的、専門的に合理的なものであることが必要である。 
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３．用語の定義 

 本ガイドラインで用いる用語については以下の定義に従うものとする。 

 

○構想段階 

計画策定者が、事業の公益性及び必要性を検討するとともに、当該事業により整備する

施設の概ねの位置、配置及び規模等の基本的な諸元について、事業の目的等に照らして

検討を加えることにより、計画に絞り込むまでの段階。 

 

○計画 

構想段階の手続きを経て絞り込まれた事業の概ねの計画。 

なお、構想段階における計画は、事業により、「構想」もしくは「○○計画」と異なって呼称

されるが、本ガイドラインでは、それらすべてを「計画」と表記する。 

構想段階の次の計画段階（都市計画決定手続等）における検討の基本となるものであり、

例えば、都市計画手続きに諮る計画素案、河川事業では河川整備計画、道路事業では概

略計画、港湾事業では長期構想が該当する。 

 

○住民等 

事業の規模又は特性に応じ、当該事業の影響が及ぶ地域住民その他の関係者。 

  

○計画策定者 

構想段階において計画策定手続きを実施する主体 

 

○委員会等 

計画を策定する過程における技術的検討や住民参画の進め方に関し、特に専門性が必

要な場合や、計画策定者のみによる判断が難しい場合等に、専門的、公正な立場の第三

者から助言をもらうために設置する組織。 

 

○計画策定プロセス 

構想段階において計画検討の発議から計画策定に至るまでに行われる手続きと手続き

を進めるにあたって必要となる作業や検討の総称。 

計画策定プロセスは、計画検討手続き、住民参画手続き並びに技術的検討から構成す

るものとした。 

 

○計画検討手続き 

計画を検討し、計画案に絞り込むために進められる一連の検討手続きの流れ、及びそ

の総称。 

計画検討の発議の後、計画の必要性の確認、複数案と評価項目の設定、複数案の比較

評価、計画案の選定に至るまでの一連の手続きである。 
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○住民参画手続き 

計画策定プロセスへの住民等の参画の促進のために講じられる一連の手続き、及びそ

の総称。 

例えば、計画策定者などの行政機関と関係する住民等や関係機関との意見・情報の交

換の手続き、及び意見を整理し、応答する手続きである。 

 

○技術的検討 

計画検討手続きの中で行われる必要性の確認や複数案の設定・評価等の、技術的、専

門的事項について検討するために行われる一連の作業、及びその総称。 

 なお、ここで「技術的検討」は、科学技術分野だけでなく、社会学・経済学等の人文科学分

野の専門的な検討を含むものである。 
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項目 骨子

・　計画策定者は、住民参画手続きの結果得られる意見や技術的検討の結果を十分に反映して、計画検
　討手続きを行い計画を選定する責任がある。
・　計画策定が公正性や客観性、合理性、透明性をもって適切に行われている必要がある。
・　当該事業に関係する地方公共団体とも十分調整の上、計画検討手続きを進める。

（１）計画検討の発議
・　上位計画等で提案された基本方針や現状の課題に基づき、当該事業の目的等を明確にした上で計画
　検討の発議を行う。
・　住民等への検討の内容及び手順、予定する検討のスケジュール等、必要な内容を公表する。

（２）計画の必要性の確認

・　計画を検討することが必要であることを確認するため、出来る限り早い段階で、計画の必要性につ
　いて説明する。
・　当該事業を行わないこととする案で課題解決が不可能である場合には、そのことを早期に公表する
　ことが望ましい。

（３）複数案の設定

・　最適な計画を決定するため、複数の案を設定することを基本とする。
・　複数の案の中に、事業の目的が達成できるかどうかの判断や、住民等の関心事や論点等について十
　分な議論を行うことが出来る内容を盛り込む。
・　計画策定者は、必要に応じて、住民等からの意見を参考として複数案の設定内容を改善する。
・　事業を行わない案は、それが現実的である場合や他の施策の組み合わせ等により対象計画の目的を
　達成できる場合等には複数案に含める。また、現実的でない場合でも評価の参考として示すことを検
　討する。
・　地域特性等から複数案を設定することが現実的でない場合には、複数案を設定する必要はない。そ
　の場合には、その理由を示すものとする。
・　複数案の設定は事業の特性により大きく異なるものであり、詳細については個別事業ごとのガイド
　ライン等に基づき設定する。

（４）評価項目の設定

・　社会面、経済面、環境面等様々な観点から事業を総合的に評価するために以下の４点に留意して、
　評価項目を設定する。
　　①　事業の目的の達成度合いを評価できる項目を設ける
　　②　社会面、経済面、環境面等の項目を適切に設定する
　　③　社会や住民等の関心事や論点等への影響を評価できる項目を設ける
　　④　項目の取捨選択にあたり、事業や地域等の特性に配慮する
・　計画策定者は、必要に応じて設定した評価項目について住民等からの意見を参考として評価項目の
　設定内容を改善する。

（５）複数案の比較評価

・　住民参画手続きの結果や技術的検討の結果を十分に反映して、複数案の優劣を評価する。
・　その評価にあたっては、正確な情報に基づき、できるだけ客観的に示す。
・　計画の状況や住民等の関心事等に応じて、各評価項目の精度を適切なものとする。
・　住民等が結果を理解しやすくするため表現等を工夫する。
・　単に数値のみによってではなく、多様な価値観によって比較評価を行う。

（６）計画案の選定

・　計画策定者は、比較評価の結果から総合的な観点により、複数案の中から計画案を選定する責任が
　ある。
・　計画策定者は、住民等や関係機関等に対して次の３点に留意してその選定の結果や理由をわかりや
　すく説明する。
　　①　複数案の絞り込みや総合評価の過程で特に重視した観点や項目など基本的な考え方の明示
　　②　住民等や関係機関の意見に対する考え方の明示
　　③　選定案を実施するにあたっての配慮・留意事項の明確化

（７）計画の策定
・　選定された計画案について、事業毎の根拠法令に必要な手続きが定められている場合には、その手
　続きを行う。【（６）と（７）の整理は調整中】

計画検討手続き　骨子（案）
資料３

１
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項目 骨子

・　住民参画手続きは、計画策定プロセスに意見が十分に反映されるように、計画策定者と住民等との
　双方向のコミュニケーションを重視し、適切な時期に適切な手段を用いて、実施する。

（１）　住民参画手続き

・　住民参画手続きは十分な期間を確保して行う。
・　住民参画手続きは、計画検討手続きを踏まえ、状況に応じて適切な段階に適切な実施方法で行うも
　のとする。
・　住民参加手続きにおいては双方向のコミニュケーションとなるように情報提供、意見把握、意見へ
　の整理・応答をおこなう。

①情報提供
　　計画策定者は、住民等が当該計画について理解を深め、意見を形成するために計画手続きの進め方
　や検討期間などは早期に公表するとともに必要な情報を適切な時期、方法により住民等に提供するよ
　うに努める。
② 意見把握
　　計画策定者は、住民等が当該計画に関して有している関心、懸念等の意見の把握に努める。意見の
　把握の際には住民等が計画に対して適切に意見できる機会および期間を確保する必要がある。
③ 意見の整理・応答
　・　計画策定者は、住民から出された多様な意見を分かりやすく整理し、その整理結果について公表
　　する。
　・　計画策定者は、住民等からの意見を積極的に受け付け、質疑等に対しては真摯に応答を行うこと
　　に努める。

（２）　地方公共団体との連
携

・　住民参画手続きの立案および実施について地方公共団体と連携して行う。

（３）　留意事項

　　　　①　関係者の把握

・　当該事業に関わる住民等の関係者について、次のような事項を踏まえて適切に把握する。
　　①　事業の特性
　　②　地域の特性
　　③　関連事業の有無
　　④　事業によってもたらされる受益・負担の程度
　　⑤　事業への関心（例えば、環境面、社会面）

　　　　②　手法の選択

・　次の３点を考慮し手法を選択し、必要に応じて複数の手法を組み合わせて活用するなど適切に実施
　する。
　　①　目的（問題やニーズの共有化、将来目標や方向性に対する意見把握等）と対象者を把握する。
　　②　手法の特性（メリット、デメリット等）を理解する。
　　③　予算や時間等とのバランスを考慮する。

（４）住民参画手続きの支援
組織の設置

・　住民参画手続きに関して、必要に応じ委員会等の支援組織を設置するものとする。
　　（詳細は　委員会等に記述）

住民参画手続き　骨子（案）

２
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項目 骨子

・　技術的検討は、計画検討手続きにおいて、事業の目的の設定や計画案を選定するにいたる手順、検
　討手法、代替案の絞り込み方などが、技術的、専門的知見から合理的かどうかについて根拠を与える
　ものである。

（１）　技術的検討内容の整理

・　構想段階における計画検討の前提となる技術的、専門的知見から、検討内容、そのために調査、検
　討すべきデータの範囲や検討の手法、体制など整理すべき事柄項目を抽出し、検討の枠組みを初期に
　決定する。
・　技術的検討の具体的内容は事業の特性により大きく異なるものであり、詳細については個別事業ご
　との技術基準等に基づき実施する。

（２）　技術的検討の実施

・　技術的検討に当たっては、次の点に留意する。
　　① データ
　　　○　検討に用いるデータは、検討目的に照らし質量ともに適切なデータを用いるものとし、既存
　　　　調査や必要に応じ実施する調査により収集するものとする。
　　　○特に計画の必要性や住民等の関心事または論点となっている評価項目に関連するデータの収集
　　　　に配慮する。
　　② 分析手法
　　　○　データの制約、分析精度などを勘案の上、適切な分析手法、項目を選定する。
　　　○　定量的または定性的な評価を行ううえで、分かりやすい指標等を設定する。

（３）　検討結果の評価等

・　実施にあたっては、次の点に留意する。
　　①　定量的、定性的な評価を行い、出来るだけ客観的な評価結果を示すこと。
　　②　その際得られた結果が妥当かどうか十分吟味すること。
　　③　課題についても記述する。

（４）　技術的検討の
　　　　　　支援組織の設置

・　技術的検討を実施するにあたり、必要に応じ委員会等の支援組織を設置するものとする。
　　（詳細は　委員会等に記述）

技術的検討　骨子（案）

３
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項目 骨子

（１）　設置にあたっての
　　　　　　　　基本的事項

・　計画策定者は、当事者のみによる判断が難しい場合等必要に応じて、
　技術的専門性、又は、公正な立場の第三者から助言をもらうための委員会等を設置する。
・　委員会等が担うべき主な役割は、次の２点に整理できる。
　　①　住民等との適切なコミュニケーションの確保
　　②　専門性の確保（計画内容の合理性の確保）

・　委員会等の設置にあたっては、以下の事項を考慮して設置する。
　　①　委員会の必要性、目的、役割の明確化
　　②　適切な委員会の構成、体制、人選

（２） 住民参画手続きの
　　　　　　　　　支援組織

・　住民参画手続きにおいて、住民等との適切なコミュニケーションを確保するため、計画策定者は必
　要に応じて委員会等を設置する。
・　この委員会等の基本的な役割は、次のとおりである。
　　①　計画策定者と住民等との対話の確保
　　②　住民参画手続き実施の支援（把握した意見の整理や真摯な応答のための支援等）

（３）　技術的検討の支援組織

・　計画内容の合理性を確保するため、計画策定者は、必要に応じて支援機関を設置する。
・　この委員会等の基本的な役割は、次の通りである。
　　①　データと分析に用いた手法が合理的かどうか
　　②　技術的検討の結果が妥当かどうか

項目 骨子

（１）　評価結果等の活用
・　技術的検討や計画検討手続きの中で収集した調査結果・データについては、計画決定後の環境影響
　評価や都市計画手続き等の段階で有効に活用することが望ましい。

（２）　取り組みの反映
　　　　　　　　および充実

・　国土交通省においては、本ガイドラインを踏まえた実施事例を積み重ね、本ガイドラインの不断の
　見直しを行うものとする。
・　具体的な事例の整理・収集に努め、計画策定者の参考に供するものとする。

委員会等　骨子（案）

その他留意事項　骨子（案）

４
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資 料 ４

計画策定プロセスガイドラインの策定スケジュール
（予定）

第１回研究会（H19.3.22）

第２回研究会（H19.6.8）

・論点整理

第３回研究会（H19.8.29）

・ガイドラインの基本的な考え方及び骨子案

第４回研究会（H19.10）

（仮称）計画策定プロセスガイドラインの原案策定

ガイドラインについてパブリックコメントを実施

第５回研究会（H19.11）

（仮称）計画策定プロセスガイドラインの案策定
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公
衆

の
意

見
を

把
握

 

・
 都

道
府

県
・
市

町
村

に
対

し
、

評
価

方
法

の
検

討
状

況
や

公
衆

の
意

見
の

概
要

等
を

示
し

、
環

境
の

保
全

に
関

す
る

情
報

提
供

を
求

め
る

 

【
評

価
文

書
作

成
プ

ロ
セ

ス
】
 

・
 評

価
方

法
並

び
に

調
査

、
予

測
及

び
評

価
結

果
を

記

【
計

画
検

討
手

続
き

】
 

計
画

策
定

者
は

、
技

術
的

検
討

お
よ

び
住

民
参

画
手

続
き

の
結

果
を

十
分

に
反

映
し

て
次

の
手

続
き

を
実

施
。

 

①
計

画
検

討
の

発
議

 

②
計

画
の

必
要

性
の

確
認

 

③
複

数
案

の
設

定
 

④
評

価
項

目
の

設
定

 

⑤
複

数
案

の
比

較
評

価
 

⑥
計

画
案

の
選

定
 

⑦
計

画
の

策
定
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3

 
公

共
事

業
の

構
想

段
階

に
お

け
る

住
民

参
加

手
続

き
ｶﾞ

ｲﾄ
ﾞ

ﾗ
ｲ

ﾝ
の

策
定

に
つ

い
て

（H
15

.6
.3

0）
 

河
川

（
河

川
法

第
１

６
条

の
２

に
基

づ
く

河
川

整
備

計
画

）
 

道
路

（
構

想
段

階
に

お
け

る
市

民
参

画
型

道
路

計
画

プ
ロ

セ
ス

の
ｶ
ﾞｲ

ﾄﾞ
ﾗ

ｲ
ﾝ
（
H

1
4
.8

策
定

,H
1
7
.9

改
正

）
）
 

港
湾

（
港

湾
の

公
共

事
業

の
構

想

段
階

に
お

け
る

住
民

参
加

手
続

き

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
H

1
5
.8

策
定

）
）
 

空
港

（
一

般
空

港
に

お
け

る

新
た

な
空

港
整

備
プ

ロ
セ

ス

の
あ

り
方

（
案

）
（
H

1
5
.４

策

定
）
 

Ｓ
Ｅ

Ａ
（
戦

略
的

環
境

ア
セ

ス
メ

ン
ト

導
入

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
）
 

（
H

1
9
.3

策
定

）
 

公
共

事
業

の
構

想
段

階
に

お
け

る
計

画

策
定

プ
ロ

セ
ス

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
仮

称
）
骨

子
案

（
H

1
9
.8

検
討

中
）
 

・
 住

民
参

加
手

続
き

を

経
て

一
の

案
に

決

定
。

一
の

案
を

決
定

し

た
場

合
は

速
や

か
に

公
表

、
関

係
地

方
公

共
団

体
等

に
通

知
 

・
 住

民
等

の
意

見
概

要
、

案
の

決
定

に
至

っ

た
過

程
を

案
と

と
も

に

公
表

 

府
県

知
事

又
は

関
係

市
町

村
長

の
意

見
を

聴
取

 

・
 河

川
整

備
計

画
を

定
め

た
と

き
は

遅

滞
な

く
公

表
 

較
案

の
選

定
】
 

・
 評

価
項

目
の

設
定

 

・
 比

較
案

の
設

定
 

 【
ス

テ
ッ

プ
４

：比
較

案
の

比
較

評
価

（
構

想
段

階
評

価
）
】
 

・
 比

較
案

の
比

較
評

価
を

行
い

、
評

価
結

果
は

比
較

案
の

優
位

性
比

較

の
た

め
の

資
料

と
す

る
 

【
ス

テ
ッ

プ
５

：概
略

計
画

案
の

選
定

】
 

・
 最

も
優

位
な

比
較

案
を

概
略

計
画

案
と

し
て

選
定

。
 

 ※
市

民
参

画
（
第

三
者

機
関

の
設

置

を
含

む
）
プ

ロ
セ

ス
に

つ
い

て
は

、
上

の
各

ス
テ

ッ
プ

に
お

い
て

実
施

。
 

【
検

討
体

制
等

の
公

表
】
 

国
や

港
湾

管
理

者
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

な
ど

を
利

用
し

、
住

民
等

に

対
し

公
表

す
る

。
 

 【
基

本
ニ

ー
ズ

の
把

握
】
 

住
民

等
の

意
見

の
把

握
 

当
該

港
湾

に
対

す
る

住
民

等
か

ら
の

基
本

的
な

要
請

や
意

見
を

把
握

し
、

協
議

会
に

報
告

す
る

。
 

 【
構

想
案

の
検

討
】
 

協
議

会
に

お
け

る
検

討
結

果
を

受
け

国
及

び
港

湾
管

理
者

に
お

い
て

構
想

案
を

検
討

す
る

。
 

 【
住

民
等

の
意

見
の

把
握

】
 

検
討

し
た

構
想

案
に

関
し

住
民

等
の

意
見

の
把

握
し

、
協

議
会

に
報

告
す

る
。

 

 【
構

想
案

の
検

討
・
策

定
】 

協
議

会
に

お
け

る
検

討
結

果
を

受
け

、
国

及
び

港
湾

管
理

者
に

お
い

て
検

討
を

行
い

、
構

想
案

を

策
定

す
る

。
 

 【
構

想
案

・検
討

経
過

の
公

表
】
 

 
策

定
し

た
構

想
案

及
び

案
の

策

定
に

至
っ

た
検

討
経

過
に

つ
い

て

公
表

す
る

。
 

   

率
的

に
把

握
。

 

 【
意

見
集

約
】 

・
 P

I
対

象
者

の
様

々
な

意
見

の
論

点
整

理
、

自
ら

の
見

解

の
公

表
、

そ
れ

に
対

す
る

意

見
を

把
握

。
 

論
点

が
整

理
で

き
、

意
見

集
約

状
況

が
、

構
想

段
階

の
P

Iに

あ
っ

て
は

施
設

計
画

段
階

に

移
行

に
支

障
の

な
い

状
態

、
施

設
計

画
段

階
の

P
Iに

あ
っ

て

は
事

業
の

円
滑

な
実

施
に

支

障
が

な
い

状
態

に
な

っ
た

と
判

断
す

れ
ば

、
 

P
I実

施
記

録
を

と
り

ま
と

め
。

 

 【
計

画
案

の
確

定
・
公

表
】 

計
画

案
を

確
定

し
た

際
は

速
や

か
に

そ
の

内
容

を
公

表
す

る
。

 

載
し

た
評

価
文

書
案

作
成

 

・
 評

価
文

書
案

を
公

表
し

公
衆

の
意

見
を

把
握

 

・
 公

衆
意

見
等

を
都

道
府

県
・
市

町
村

に
送

付
し

、
評

価
文

書
案

の
意

見
求

め
る

 

・
 環

境
省

は
、

対
象

計
画

の
資

料
提

出
を

求
め

る
等

に

よ
り

検
討

状
況

の
把

握
に

努
め

、
必

要
な

場
合

に
意

見
を

述
べ

る
 

・
 公

衆
、

都
道

府
県

・
市

町
村

、
環

境
省

の
意

見
を

踏

ま
え

、
評

価
文

書
案

に
検

討
を

加
え

、
評

価
文

書
を

作
成

し
公

表
 

【
S
E
A

評
価

結
果

の
対

象
計

画
へ

の
反

映
】
 

・
 評

価
結

果
の

反
映

状
況

を
対

象
計

画
の

決
定

公
表

す
る

際
に

明
ら

か
に

す
る

。
 

 【
住

民
参

画
手

続
き

】
 

計
画

検
討

手
続

き
の

各
段

階
又

は
複

数

段
階

に
お

い
て

、
計

画
策

定
者

は
住

民
等

と
以

下
を

実
施

。
 

①
情

報
提

供
 

②
意

見
の

把
握

 

③
意

見
の

整
理

・
応

答
 

 【
技

術
的

検
討

】
 

計
画

検
討

手
続

き
の

技
術

的
根

拠
を

与

え
る

た
め

以
下

を
実

施
。

 

①
技

術
的

検
討

内
容

の
整

理
 

②
技

術
的

検
討

の
実

施
 

③
検

討
結

果
の

分
析

・評
価
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公

共
事

業
の

構
想

段
階

に
お

け
る

住
民

参
加

手
続

き
ｶﾞ

ｲﾄ
ﾞ

ﾗ
ｲ

ﾝ
の

策
定

に
つ

い
て

（H
15

.6
.3

0）
 

河
川

（
河

川
法

第
１

６
条

の
２

に
基

づ
く

河
川

整
備

計
画

）
 

道
路

（
構

想
段

階
に

お
け

る
市

民
参

画
型

道
路

計
画

プ
ロ

セ
ス

の
ｶ
ﾞｲ

ﾄﾞ
ﾗ

ｲ
ﾝ
（
H

1
4
.8

策
定

,H
1
7
.9

改
正

）
）
 

港
湾

（
港

湾
の

公
共

事
業

の
構

想

段
階

に
お

け
る

住
民

参
加

手
続

き

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
H

1
5
.8

策
定

）
）
 

空
港

（
一

般
空

港
に

お
け

る

新
た

な
空

港
整

備
プ

ロ
セ

ス

の
あ

り
方

（
案

）
（
H

1
5
.４

策

定
）
 

Ｓ
Ｅ

Ａ
（
戦

略
的

環
境

ア
セ

ス
メ

ン
ト

導
入

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
）
 

（
H

1
9
.3

策
定

）
 

公
共

事
業

の
構

想
段

階
に

お
け

る
計

画

策
定

プ
ロ

セ
ス

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
仮

称
）
骨

子
案

（
H

1
9
.8

検
討

中
）
 

評 価 実 施
 

      【
複

数
案

の
作

成
】
 

・
 複

数
の

案
を

作
成

 

・
 事

業
を

行
わ

な
い

と
す

る
案

を
含

む
こ

と
が

適

切
な

場
合

は
、

事
業

を

行
わ

な
い

案
を

含
め

る
 

      【
定

め
る

事
項

】
 

・
 河

川
整

備
計

画

の
目

標
 

・
 河

川
工

事
の

目

的
、

種
類

及
び

施

行
の

場
所

並
び

に

河
川

工
事

の
施

行
に

よ
り

設
置

さ

れ
る

河
川

管
理

施

設
の

機
能

の
概

要
 

・
 河

川
の

維
持

の

目
的

、
種

類
及

び

施
行

の
場

所
 

【
解

決
す

べ
き

課
題

の
具

体
化

と
道

路
計

画
の

目
的

の
設

定
】
 

・
 当

該
道

路
計

画
が

対
象

と
す

る
地

域
に

お
い

て
、

解
決

が
必

要
と

さ
れ

る
現

在
あ

る
い

は
将

来
の

交
通

に

関
す

る
課

題
を

具
体

的
に

示
し

、
当

該
課

題
の

解
決

を
当

該
道

路
計

画

の
目

的
と

し
て

設
定

。
 

 【
評

価
項

目
の

設
定

】
 

・
 目

的
の

達
成

度
や

影
響

の
観

点
か

ら
、

比
較

評
価

で
用

い
る

比
較

案
の

評
価

項
目

を
設

定
。

 

・
 評

価
項

目
は

、
①

交
通

、
②

環
境

、

③
土

地
利

用
・
市

街
地

整
備

、
④

社

会
・
地

域
経

済
、

⑤
事

業
性

を
標

準

と
し

、
地

域
の

状
況

や
計

画
の

目

的
に

応
じ

て
⑥

そ
の

他
を

追
加

す

る
等

、
適

切
な

評
価

項
目

を
設

定
。

 

 【
比

較
案

の
選

定
】
 

・
 当

該
道

路
計

画
の

目
的

に
照

ら
し

、

現
実

的
で

合
理

的
な

比
較

案
を

原

則
と

し
て

複
数

選
定

。
 

・
 「

道
路

を
整

備
し

な
い

案
」を

比
較

評
価

の
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
と

し
て

設

定
。

 

 【
比

較
案

の
比

較
評

価
】
 

・
 設

定
し

た
評

価
項

目
に

つ
い

て
、

選

定
し

た
比

較
案

の
評

価
を

実
施

。
 

・
 評

価
結

果
は

比
較

案
の

優
位

性
比

較
の

た
め

の
資

料
と

す
る

。
 

【
複

数
案

の
作

成
】
 

複
数

の
案

を
作

成
 

（
事

業
を

行
わ

な
い

と
す

る
案

を
含

む
こ

と
が

適
切

な
場

合
は

、
事

業
を

行
わ

な
い

案
を

含
め

る
）
 

 【
情

報
提

供
の

内
容

】
 

・
港

湾
の

現
況

（
利

用
状

況
、

施
設

整
備

状
況

等
）
 

・
将

来
の

港
湾

の
能

力
 

・
構

想
案

の
必

要
性

 
 

・
構

想
案

の
概

要
（
施

設
の

配
置

、

規
模

等
）
 

・
環

境
へ

の
影

響
 

・
そ

の
他

 

 

       【
複

数
案

の
作

成
】
 

構
想

段
階

の
P

Iを
行

っ
た

後

の
施

設
計

画
段

階
の

P
Iの

場

合
を

除
き

、
対

象
事

業
を

行
わ

な
い

場
合

も
含

む
複

数
の

案
と

す
る

。
 

【
計

画
特

性
・地

域
特

性
の

把
握

】
 

・
 計

画
目

的
、

検
討

経
緯

、
事

業
種

類
、

位
置

・
規

模

等
を

と
り

ま
と

め
る

。
 

・
 既

存
文

献
調

査
等

に
よ

り
大

気
質

、
地

形
、

土
地

利

用
等

の
自

然
的

社
会

的
状

況
を

把
握

（
基

準
、

計

画
、

環
境

保
全

に
関

す
る

施
策

を
含

む
） 

【
複

数
案

の
設

定
】
 

・
 実

現
可

能
な

複
数

案
を

対
象

に
比

較
評

価
を

行
う

。
 

・
 事

業
を

行
わ

な
い

案
は

設
定

し
得

る
場

合
に

複
数

案

に
含

め
る

。
現

実
的

で
な

い
場

合
も

、
環

境
悪

化
が

予
測

さ
れ

る
場

合
等

に
評

価
の

参
考

と
し

て
示

す
。

 

・
 複

数
案

が
現

実
的

で
な

い
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

付

し
、

単
一

案
で

調
査

、
予

測
、

評
価

を
行

う
。

 

【
評

価
項

目
の

選
定

】
 

・
 影

響
要

因
は

工
事

が
完

了
し

た
後

の
土

地
、

工
作

物

の
存

在
・供

用
 

・
 環

境
影

響
の

程
度

が
著

し
い

お
そ

れ
の

あ
る

項
目

、

環
境

改
善

効
果
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見

込
ま

れ
る

項
目

を
選

定
 

【
調

査
、

予
測

、
評

価
】
 

・
 調

査
は

、
脆

弱
な

環
境

状
況

等
を

既
存

資
料

で
収

集

し
整

理
。

詳
細

な
情

報
が

必
要

な
時

は
、

専
門

家
の

意
見

聴
取

や
現

地
調

査
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検
討

 

・
 予

測
は

、
複

数
案

で
評

価
指

標
を

整
理

し
、

環
境

影

響
の

程
度

を
把

握
。

詳
細

な
情

報
が

必
要

な
時

は
、

可
能

な
範

囲
で

理
論

式
に

基
づ

く
計

算
等

を
行

う
 

・
 評

価
は

、
複

数
案

間
の

比
較

に
よ

り
留

意
す

べ
き

環

境
影

響
や

環
境

保
全
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策
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整
合

性
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明
ら

か
に

し
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環
境

配
慮
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理
 

【
評

価
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果
と
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ま
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】
 

・
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境
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ら
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所
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特
に

留
意
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き
環

境
影

響
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容
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つ
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て

記
述

 

【
複

数
案

の
設

定
】
 

・
 複

数
案

を
設

定
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る

が
、

場
合

に
よ

っ
て

は
一

の
案

と
す

る
。

・
 事

業
を

行
わ

な
い

案
は

、
そ

れ
が

現
実

的
で

あ
る

場
合

や
他

の
施

策
の

組
み

合

わ
せ

等
に

よ
り

対
象

計
画

の
目

的
を

達

成
で

き
る

場
合

等
に

は
、

複
数

案
に

含

め
る

。
現

実
的

で
な

い
場

合
で

も
評

価

の
参

考
と

し
て

示
す

こ
と

を
検

討
す

る
。

 

 【
評

価
項

目
の

設
定

】
 

・
 社

会
面

、
経

済
面

、
環

境
面

等
様

々
な

観
点

か
ら

事
業

を
総

合
的

に
評

価
す

る
。

 

・
 必

要
に

応
じ

て
住

民
等

か
ら

意
見

聴
取

を
行

い
、

評
価

項
目

の
設

定
内

容
を

改

善
す

る
。

 

 【
複

数
案

の
比

較
評

価
】
 

・
 住

民
参

画
手

続
き

の
結

果
や

技
術

的

検
討

の
結

果
を

十
分

に
反

映
し

て
、

複

数
案

の
優

劣
を

評
価

す
る

。
 

・
 多

様
な

価
値

観
に

よ
っ

て
比

較
評

価
を

行
う

。
 

 【
計

画
案

の
選

定
】
 

・
 計

画
策

定
者

は
責

任
を

持
っ

て
、

比
較

評
価

の
結

果
か

ら
総

合
的

な
観

点
に

よ

り
、

計
画

案
を

選
定

す
る

。
 

・
 住

民
等

や
関

係
期

間
等

に
対

し
て

、
計

画
案

の
選

定
の

結
果

や
理

由
を

わ
か

り

や
す

く
明

示
す

る
。
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第３回 公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究会 

日時：平成１９年８月２９日（水） 

                         １５：００～１７：００ 

                    場所：中央合同庁舎３号館 

                      １１階特別会議室 

 

【事務局】  それでは定刻になりました。○○委員は若干おくれられるということでご

ざいますので、ただいまから、第３回公共事業の構想段階における計画策定プロセス研究

会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにあ

りがとうございます。私、進行を務めさせていただきます国土交通省大臣官房で調整官し

ております○○でございます。よろしくお願いいたします。座って続けさせていただきま

す。 

 まず資料の確認をさせていただければと思います。お手元に資料を配らせていただいて

おりますが、一番上に議事次第、その下に座席表、委員名簿、Ａ３判でございますけれど

も、資料１―１として意見の整理と対応、資料１―２が論点の整理、資料２がガイドライ

ンの基本的な考え方、資料３でございますけれども、計画検討手続き骨子（案）と書いた

Ａ３判のもの、資料４として今後の策定スケジュール（予定）というものでございます。

それから、Ａ３判でございますが、参考資料１としてその他のガイドラインとの比較とい

うものと、前回の議事録をつけさせていただいております。 

 また、お手元に、次回の日程調整のものも配らせていただいております。これにつきま

しては、会議の終わるまでにご記入いただくか、後日、ファクスでお送りいただければと

思っております。 

 本日の委員の皆様方のご出席でございますが、○○委員、○○委員がご欠席でございま

す。○○委員につきましては若干おくれて来られるということでございます。国土交通省

側は、お手元の座席のように出席させていただいておりますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

 それでは、以後の議事につきましては、委員長にお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

【委員】  それでは、これより議事を進めてまいりたいと思いますが、お手元の議事次

参考資料１ 
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第の①意見整理と対応についてということで、資料のご説明をよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは事務局からご説明させていただきたいと思います。資料１―１、

資料１―２を用いてご説明させていただきます。 

 資料１―１でございますが、意見の整理と対応ということで、１回目、２回目の委員会

でいただいております意見をまとめさせていただいております。構成につきましては、一

番左のほうから、分類、いただきました意見、それに対する対応方針という形でまとめさ

せていただいております。 

 幾つかご紹介をさせていただければと思いますが、まず基本的な考え方のところでござ

いますが、本ガイドラインは直轄が対象だろうと。また自治体や民間の取り扱いはどうな

のかというのを整理してほしいということ。また議論の方向として、今まで積み上げてき

た事例から何か分析できるものがあるのではないかというご指摘もいただいております。 

 また、計画策定の手続きのあり方ということでございますが、前回までは外部機関と言

っておりますが、委員会等と行政というものが、最終的にどちらがどういう決定をするの

かということを整理しておく必要があるのではないかということ、また地域づくりのよう

な問題と国全体を考えるような問題とは、意思決定のあり方が異なっているのではないか

ということもいただいております。 

 それから、前回議論になりましたことの中で、必要性の確認というところでございます

が、そもそも公共事業というのは必要性があるから発案されるものであるはずだと。まず

この発案の段階で、事業の必要性について計画・検討のプロセスも含めて明確にすること

が重要だというご指摘。それから、構想段階の意義は、おおむねの規模と位置を決めるこ

とである。その前提となる必要性の確認は重要だ。ただし事業ごとに確認の性格が異なる

ことを考えると、この点について多く議論を要するために、構想段階に絞って議論するこ

とが望ましいのではないかというお話もございました。 

 また、１ページめくっていただきますが、１４、１５のあたりに書いております、複数

案を出していく中での設定のあり方という中で、ゼロオプションというものをどう考える

のかというご議論がございました。ゼロオプションを考えることが適切でない例もあると。

例えば更新であるとか、再生であるとかということがございますが、そのゼロオプション

をすることによって荒廃する可能性があるような事業もあるということで、そういうもの

がないということについても、ちゃんと留意してほしいということ。またゼロオプション

ということについては、目的達成ができるのであれば、施設整備以外の方法で行うという
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こともゼロオプションではないかというご指摘もいただいております。 

 またページをめくっていただきますが、計画案の決定のあり方というところ、３ページ

目の一番上でございますけれども、各事業は多様だからこそ、最後に決められた計画の位

置づけ、決定権者、根拠、意思決定のルールというものをはっきりさせて共通認識を持つ

べきであると。また制度化ができるような分野については、個別の法律の中にそういうこ

とを位置づけていくことが重要ではないかというご指摘。 

 またその下でございますけれども、合意形成的な議論までは難しく、すべての人がすべ

て同じ方向に向くというのは現実としてあり得ない。そういう意味で、妥協形成というこ

とが重要だと。また意見が対立していることを前提として、どういうふうに意思決定をし

ていくかという手続きも考えるべきではないかと。また合意形成のためには、時間管理だ

けではなく、透明性を確保すべきであると。合意形成に必要なもの、時間管理は透明性の

中の一部ではないかということであります。 

 それから、２１に書いてあります委員会等、前回では外部機関と言わせていただきまし

たが、委員会については、行政の役割と外部の外部機関、委員会の役割の整理というもの

が必要ではないかということ。それから、総合性、中立性の観点からの整理が必要だと。

専門家は個別の専門分野だけの議論では中立性を保つ発言ができるけれども、総合判断の

過程では中立性を持たなくなることもある。行政が決定権者であることを前提に、どうい

う役割を果たすべきかということを考えるべきだと。 

 またその下でございますけれども、学識委員会というようなものは、アドバイザリーボ

ードとしての役割だ。調整まで期待するのは無理ではないかというご意見もいただいてお

ります。 

 以上、簡単にご説明させていただきましたが、そのようなご意見をいただいた中で、資

料１―２ということで論点の整理をさせていただいております。本日は、ガイドラインの

骨子を示させていただくという前提の中で、こういうことがその骨子の中に盛り込まれる

べきではないかという論点を整理させていただいているものでございます。 

 資料１―２を使ってご説明させていただきますが、計画策定プロセスの全体ということ

でございますけれども、まず計画策定プロセスの構成はどうなのかということで、今回ご

提案させていただいている中で、計画策定プロセスの手続きや役割を明確にするために、

計画検討手続き、住民参画手続き、技術的検討に分けて計画策定プロセス全体のプロセス

を整理するということのご提案をさせていただいております。 
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 また対象者についてもご指摘がございましたが、計画策定プロセスを適用する事業や事

業者を明確にしておくことが前提として必要だろうということであります。 

 ２番目でございますが、計画検討手続きということで、まず計画検討の発議と必要性の

確認ということでありますが、構想段階において、計画の必要性をどのように確認または

評価するのかを整理する必要がある。またその際には、構想段階の以前に必要性であると

か基本方針が判断されている事業があることがあるので、事業の特性とか法制度に十分留

意すべきであると。 

 それから複数案の設定でございますけれども、基本的には事業の影響や評価を有意に比

較できる複数案の設定ということでありますが、複数案を設定できない場合やゼロオプシ

ョンの取り扱いを整理しておくことが必要だと。 

 ２―３評価項目のあり方の設定でございますけれども、評価項目の設定については、基

本的には経済面、社会面、環境面等、多様な項目に対して影響がどうだということをバラ

ンスよく設定する必要がある。その際には、住民がどのようなことについて関心を持って

いるかという論点についても抜けがないことに留意しておく必要があるのではないかと。 

 それから評価の方法でございますけれども、構想段階での評価ということなので、必要

な情報の精度であるとか、その情報の入手の可能性というものを踏まえた上で、適切な評

価制度を確保していく必要があるだろうと。 

 また総合評価でございますけれども、評価項目を総合的に評価して１つの案に決定する

ということ、そういう検討をする上では、可能な限り客観性や透明性を担保する方法を検

討する必要がある。例えば評価項目ごとの利害得失の整理であるとか、案の選定の根拠の

明示であるとか、数値等で客観的に説明できない場合には、どういう判断基準のもとにそ

ういう判断を下したのかということを十分に精査の上、公表して透明性を確保する必要が

あるということ。複数案の中から責任を持って決定する主体を明示しておくことが重要だ

ということであります。 

 それから住民参画手続きということで、関係者とのコミュニケーションのあり方ですが、

まず計画検討の手続きと住民参画の関係というものを十分に整理しておく必要があるだろ

うと。 

 ２番目として、関係者の適切な把握ということで、当該事業による影響を受ける関係者

としてさまざまな人がいることを十分に踏まえた上で、関係者を把握しておくことが必要

だと。 
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 コミュニケーションのあり方ということでは、さまざまなツールがあるということを前

回ご説明させていただいておりますが、その対象とする目的等に応じて有効な手法を採用

すると。 

 それから、前回では合意形成という言葉もキーワードに使っておりましたけれども、住

民参画プロセスにおける合意形成のあり方がどうかということでありますが、計画案の決

定に至るまでの意見の対立を前提とした合意形成のあり方を十分に検討する必要があるだ

ろうということであります。 

 ４番目でございますが、委員会等ということで、前回は外部機関と称しておりましたが、

その役割と体制であります。事業者が必要と判断する場合には委員会等を設置しますが、

専門的な助言や意見の集約・調整など、果たすべき役割の明確化と、それに応じた委員会

等の設置の考え方を整理しておく必要があるということでございます。 

 論点として、このような論点があるのではないかということで、このようなことを骨子

の中にしっかり盛り込んだものを、本日、後ほど説明させていただければと思います。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございました。 

 これに関して、何かご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

 よろしいですか。 

 ご意見がございませんので、また後で出てくるかもしれませんから、次に進めたいと思

います。 

 次の議題のガイドラインの基本的な考え方について、こちらのほうへ進みたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

【事務局】  それでは、今、ご説明させていただいた前回までのご指摘を踏まえまして、

まず、今回つくりますガイドラインとしての基本的な考え方を整理させていただいており

ます。１番目に本ガイドラインの位置づけというものと、２番目に計画策定プロセスの体

系ということでまとめさせていただいております。資料２でございます。 

 まず本ガイドラインの位置づけでございますけれども、基本的には国土交通省所管の河

川、道路、港湾、空港等の直轄事業等を対象にしたものだということで、その直轄事業等

を対象にし、構想段階における計画策定プロセスのあり方について、横断的、標準的な考

え方を示すものだと。ただ、地方公共団体等が補助金等を受けて行う事業であるとか、民

間事業であるとか、事業の性質が同じようなものについては、この本ガイドラインの趣旨
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に配慮した措置が講じられることを期待しているということであります。 

 それと、公共事業は、それぞれの所管の所管法にのっとって実施されるものであると。

河川事業であれば河川法等々、個別の所管法があるわけで、その個別の所管法の目的や責

務を十分に踏まえて本ガイドラインを適用するということであります。 

 また、事業分野ごとには、事業特性等によって特別な留意が必要である場合があります

ので、事業分野ごとに、どういう計画策定プロセスをしていくかというガイドライン等を

整備・充実していくことが必要であると。それは、一番初めに申し上げたとおり、横断的、

標準的な考え方を整理しているものであるので、個別のものについては個別のガイドライ

ン等の整備が必要となってくるのではないかということであります。 

 それから、実際の個別事業への適用に当たりましては、地域特性であるとか社会情勢等

に十分配慮をして、当該事業に最も適した計画策定のプロセスを選定できるようにする必

要がある。そういう中で、本ガイドラインの規定の趣旨を十分に踏まえて、柔軟に適用し

ていくことが必要だと。 

 一番最後でございますが、１回目の委員会でも申し上げたことでもありますが、既存の

住民参加のガイドラインであるとか、それから今般、環境省からお示しがありました戦略

的環境アセスメント導入ガイドラインというようなものの動きも十分に踏まえたものとし

ていくと。これが本ガイドラインの位置づけでございます。 

 このような位置づけの中で、実際に計画策定プロセスの体系がどうなのかということで

ございますが、３ページ目の横のポンチ絵と見比べながら、ご説明を聞いていただければ

と思います。 

 ３ページ目のポンチ絵全体を計画策定プロセスと考えたいということであります。その

中で計画策定プロセスは、大きくわけると、計画策定者が中心となって行う計画検討手続

き、３ページ目の図でいきますと、真ん中の青色で囲まれたもの、それと関係者との適切

なコミュニケーションを確保するために行う住民参画手続き、これは３ページ目の図でい

きますと、右側にある緑色のところであります。それと、計画内容の合理性を確保するた

めに行われる技術的検討の３つから構成されるということで、この技術的検討というのは、

３ページ目の図でいきますと、一番左側の３つ目であります。というように、基本的な策

定の手順を定めた計画手続きと、コミュニケーション確保のための住民参画手続きと、計

画の内容自体の合理性を確保するための技術的検討という３つから考えたらどうかという

ことであります。 
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 １ページ目に戻りますが、そのおのおのについての若干のご説明をさせていただきます

と、計画の検討手続きについては、計画策定に当たっての手続きが、公平性、客観性、合

理性、透明性を持って適切に行われる必要があると。そのために、次の３点に留意しなが

らこの手続きを進めていくことが必要ではないかということで、計画策定者が計画検討に

おいて行うべき基本的な手続きを明確化しておくこと、次のページに移りますが、技術的

検討と住民参画手続きとが有機的に連携を行うということ、それから、事業特性であると

か地域特性を十分に踏まえて運用をしていくということであります。 

 それから住民参画手続きでありますけれども、これについては、計画策定者と住民等と

のコミュニケーションを適切に行い、住民等の目から見ても妥当な手続きとなっているこ

とが必要だということであります。そのためには４点ほど留意する点があるのではないか

ということで、手続き、情報が十分に公開されていたかどうか、積極的に計画に対する説

明が住民等に行われていたかどうか、十分な参画の機会が確保されているかどうか、住民

等からの意見を積極的に受け付け、質疑に対して真摯に応答がなされているかどうかとい

う点でございます。 

 技術的検討でございますけれども、今回つくります公共事業の構想段階ということです

が、そのそもそもの公共事業自体の目的の設定であるとか、その目的を実現するための手

段の選択というようなもののある構想段階の計画の内容自体が、技術的、専門的に合理的

なものであるかどうか、そのために必要な検討としての技術的検討ということであります。 

 ３ページ目でございますが、それは先ほど見ていただいた図でございますけれども、繰

り返しになりますが、３ページ目の図のように、この全体でございますが、構想段階の計

画策定プロセスという形でございます。それの中で、真ん中に計画検討手続き、右側に住

民参画手続き、それから技術的検討手続きを書いてございますが、計画検討手続きの上の

ほうに「上位計画」と書いてあるものがございますけれども、構想段階よりも上位の段階

で、基本計画、基本方針等ということで上位計画が定まっているものを受け継いで、構想

段階を立てるという段階から、構想段階の計画を策定されてしまって、一番下の、それ以

降の事業計画に乗せていく、事業アセスであるとか都市計画法に基づく手続きをしていく

段階をつなぐ段階の構想段階において、このような３つの手続きもしくは検討を行いなが

ら進めていくということであります。 

 真ん中にございます計画検討手続きを中心とした手続きを踏みながら、住民とのやり取

り、また技術的な合理性を担保するための検討を行いながら、十分に意見のやり取りをし
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ながら進めていく、こういうやり方をしていくこと自体が計画の策定プロセスであろうと

いう整理をさせていただいてございます。 

 順番は前後になりますが、４ページ目をおめくりいただきますと、今まで用いさせてい

ただいたさまざまな用語についての混乱もあったということで、本ガイドラインで今後用

いていくべき用語を定義させていただいております。まだ不十分な面もあるところでござ

いますが、ご説明をさせていただきます。 

 「構想段階」ということでございますが、これは１回目にもご説明させていただいたよ

うに、計画策定者が、事業の公益性及び必要性を検討するとともに、当該事業により整備

する施設のおおむねの位置、配置及び規模等の基本的な諸元について、事業の目的等に照

らして検討を加えることによって計画に絞り込むまでの段階、それが構想段階ということ

であります。 

 「計画」と書いておりますが、ここで計画と言っているのは、すべて構想段階の計画と

いうことでお考えいただければと思います。ここで述べているのは、構想段階の手続きを

経て絞り込まれた事業のおおむねの計画ということで、構想段階の計画については、その

さまざまな事業によって、構想と言ったり、何々計画と言ったり、いろいろ呼称は異なっ

ておりますが、本ガイドラインでは、それをすべて計画という形で表記をさせていただき

たいと思います。 

 例えば河川事業であれば河川整備計画に当たるものであるとか、道路事業では概略計画

と言っているものであるとか、港湾事業では長期構想と言っているものが該当するという

ことでございます。各事業の該当するものについては、１回目の検討会のときに整理をさ

せていただいているとおりでございます。 

 「住民等」ということについては、事業の規模または特性に応じ、当該事業の影響が及

ぶ地域住民その他の関係者という形であります。 

 「計画策定者」については、構想段階において計画策定手続きを実施する主体というこ

とでございます。ですので、計画策定者と事業者が異なる場合も出てくるケースもあろう

かと思います。 

 それから、前回までは外部機関と言っていて、名前がちょっとといういろいろなご意見

も出ましたが、今回については「委員会等」ということで整理をさせていただきました。

計画を策定する過程において、技術的検討や住民参画の進め方に関して特に専門性が必要

な場合や、計画策定者のみによる判断が難しい場合に、専門性、公正な立場の第三者から
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助言をいただくために設置する組織だということであります。 

 「計画策定プロセス」というのは、今までご説明させていただいたように、３つの手続

き並びに検討というものであります。 

 「計画検討手続き」、「住民参画手続き」、「技術的検討」につきましては、４ページの下

から５ページにかけて書いてございますが、今までご説明をさせていただいたとおりでご

ざいます。 

 基本的な考え方及び用語の定義をさせていただいたところでございます。以上でござい

ます。 

【委員】  それでは、ガイドラインの基本的な考え方について、いろいろご意見をいた

だきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

【委員】  じゃあ、皮切りに失礼いたします。ちょっとわかりにくかったのでお尋ねな

んですけれども、３ページの表で、３本柱があって、右２つは計画検討手続きと住民参画

手続きとあって、左側は何とか手続きというのがないわけですね。これは何かあったほう

がバランスがとれていいかなという、それだけのことなのかもしれませんし、あるいは、

あえてこれを取ったのは、何かあれば、過去の議論のどういう経緯でこれがなくなったの

かというところが１点です。 

 あと１つは用語の定義のところで、先ほどちょこっとおっしゃられましたけれども、４

ページの「住民等」と「計画策定者」のところで、事業者、鉄道会社、航空会社とか、道

路会社でもいいんですけれども、「住民等」のところに「その他の関係者」とあるんですが、

ここに入るような気もするし、あるいは、手続きを実施といっても、道路会社なんかはす

るんですか、よくわからないですけれども、このあたりの事業者の位置づけがどうなって

いるのかなというところです。 

 その２点が私は不明確だったので、お答えいただければありがたいですが、いかがでし

ょうか。 

【委員】  ご質問ですので、よろしくお願いします。 

【事務局】  まず３ページ目のところでございますが、前回お示しさせていただいたも

のがどういうものだったかというと、全体を計画策定プロセスといって、前回お示しさせ

ていただいたものの中では、計画検討プロセス、住民参画プロセスという２つのプロセス

が全体のプロセスの中にありますというご説明をさせていただきました。それで、そのプ

ロセスという言葉自体が、手続きなのか、行程なのか、過程なのかということがよくわか
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らない部分が出てきたので、プロセス、プロセスと言ってどうなのかということもありま

したので、全体は計画策定プロセスを定めるガイドラインだという中で、その中に手続き

があるだろうということで、前回お示しさせていただいた計画検討プロセスというものは

「手続き」というふうに名前をかけかえさせていただいております。 

 それで、前回ご提示させていただいていなかった技術的検討というものに、なぜ「手続

き」という名前が入っていないのかということですが、いろいろ検討させていただいて、

これも「技術的検討手続き」ではないかという議論もさせていただきました。ただ、手続

きというものは、よくよく考えていくと何かというと、何らかの手順に従って段階を進め

ていくものが多分手続きであろうということになると、計画検討手続きというのは、まさ

に発議から計画の策定までに至る手続きを、この手順で踏んでいってくださいということ

なので、「手続き」であろうと。住民参画手続きも、これも基本的には、各段階になるかわ

かりませんが、必要な時期に住民と双方向のコミュニケーションをする手続きであろうと

いうことで、ここも「手続き」という名前をつけさせていただいています。 

 では技術的検討というものが手続きなのかどうかということですが、前回の中では、計

画検討手続きの中で技術的検討が含まれた形での提示であったかと思います。それを抜き

出してきて「技術的検討」をつくり出したという趣旨は、まず、さまざまな計画策定プロ

セスを進めていくに当たって、何らかの課題が出てきたときに、手続きの順番が悪かった

のか、それとも、そもそも計画自体の合理性が悪かったのか、住民との意見のやり取りが

悪かったのかというものをごっちゃにして考えるとなかなか整理ができないので、技術的

なものが悪いのかどうかということについて議論するのかどうかということで、「技術的

検討」という、この黄色いものを抜き出してきたと、そういう趣旨です。 

 ただ、それを「検討手続き」と言うかというと、技術的検討は通常行われる検討であっ

て、手続きと言えるものではないのではないかという議論をさせていただいて、外してお

ります。ただそこは、私の頭の中でもクリアに整理できているわけでもないですし、先生

方がすんなり腑に落ちるような説明になっているかというと、若干議論が必要なのかなと

思っております。 

 それともう１点、事業者の取り扱いでございますけれども、４ページ目の「住民等」の

ところの「その他の関係者」に事業者が入っているという意識ではございません。この「そ

の他の関係者」というのは、例えば市民団体であるとか、ＮＰＯであるとか、いろいろな

方々ということを意識して「その他の関係者」として書いております。 
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 本ガイドラインは、基本的には構想段階の計画を策定するためのガイドラインだという

ことで、事業者が登場していないということになっています。ただ、仮に計画策定者と事

業者が違う人の場合には、十分な密接な連携をとりながら定めていく必要がありますので、

その辺の、事業者が抜けていることについては、若干、内容で補強していく必要があるの

ではないかと思っております。 

 以上でございます。 

【委員】  前回、専門的な議論の整理と、それから代替案の望ましさというか、価値観

のような議論はきちっと分けましょうという話題が出ましたね。今回の検討手続きでは、

それをプロセスという形で整理されたのだろうと思います。 

 それから、技術的検討がなかなか「手続き」にならないというのは、技術的検討は、あ

る意味で情報をつくるプロセスですので、検討手続きを縦の流れとすれば、検討手続きの

それぞれのマスに対して横に流れるプロセスだと思います。それを、１つの図の中に表現

しようとしても、同列に並んだような記述をしないといけないので、ここでは「手続き」

という表現を使わずに「技術的検討」という表現を用いられたのだろうと思います。ただ、

この図に関しては、いろいろご意見があろうと思います。 

【委員】  多分論点はこの図に集約されてくると思うんですけれども、これは難しい図

で、変な言い方をしますと、例えば住民等の間の議論の中の矢印の中に四角囲みで書いて

あるのと、左側の「技術的検討」では、この太い矢印ですね、この太さは、多分、いろい

ろなところでいろいろな省庁は、各事業が違うので、温度差があるので、必ずしもここの

ときにこういう形で住民に聞くという対応ができないので、こういう漠然とした枠でくく

ってあると思うんです。右側の矢印の中に入れる意味というのを後で教えてください。太

い矢印にして、矢印の中に、「情報提供」だとか「意見の把握」というのを入れた意味がわ

からないんです。 

 ただ、事前のヒアリングのときもお話ししたんですけれども、ここでの論点の１つは、

この図は、住民参画が、いわば計画案の選定には及ばずに、いろいろな意見を聞くという

段階で終わっていて、戦略アセスレベルにおいては、住民参加というのは、その意思決定

に加わるほど中心的な役割を果たさないという図だという気がするんです。 

 例えば私が参加している自然再生みたいな議論だと、自然再生推進法にのっとった協議

会というのは意思決定機関までいっちゃっているんですね。事業の具体的な内容は事業主

体が決めるんですけれども、計画段階においては、意思決定機関、多分協議会が意思決定
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をしているようなところがあって、そのレベルが、ひょっとすると、この戦略アセス的な

レベルに近いのかなと。いろいろな複数案を検討したり、その中で、これがこういう方向

でいいのではないかということを決めるのが協議会の役割的なものになっているので、そ

ういうものから見ると、これは、この委員会としてどう結論づけるかということだとは思

うんですけれども、パブリック・インボルブメントというのは、計画案の選定までは含ま

ない。むしろその前の段階での意見を聞く段階にとどめておくのだという主張でこれを書

かれたのかだけを確認しておきたいんですけれども。 

【事務局】  まず１点目の、「住民参画手続き」の緑色の太い矢印の中にいろいろ言葉が

書いてあるということでありますが、考えていくときに、まず住民参画手続きというもの

を一言で言うと何なのかということを考えたんですが、そのあれとして、計画検討手続き

は、ここに書いてあるように、計画の発議をして、必要性を確認し、複数案をつくって、

評価項目を決めて、比較評価をして、案を選定するという手続きを踏んでいく、これが計

画検討手続きですよというふうに、言葉で言うとそうなるだろうと。 

 それで、住民参画手続きはどんな手続きを踏んでいくんですか、こういう手続きですと

いうことをいろいろ考えたんですけれども、結局言葉にすると、必要な段階で必要な情報

のやり取りを住民の皆様とやるというのが住民参画手続きということで、手続きになるよ

うなもの、計画検討手続きのような形でのプロセスを書いていくことがなかなかできなか

ったということで、具体的に言うと、やり取り、この矢印自体が住民参画手続きだろうと。

ただ、その中でやるべきことがあるだろうということで、中に内容として書かせていただ

いているということであります。 

 結局これは、ガイドラインの目次構成をしていくときに、例えば計画検討手続きは、ま

ず発議のときは何をしますか、必要性の確認のときに何をしますかという書き方で書いて

いく目次に当たるようなものを書きたいと思っているのが、この矢印の中に書いてあるも

のでありまして、例えば技術的検討であれば、これは矢印の中ではなくて、検討なので、

こういう手順で検討してくださいというのが黄色い中に入っていると。 

 すると、住民参画手続きのガイドラインの中に書くべきこととして何があるのかという

ことで考えついているのが、こういうことを情報提供して、意見を把握して、その意見を

整理して、それに対して応答するということを繰り返し繰り返しやっていくということが

住民参画手続きでしょうということで、目次的に書かせていただいているという意味合い

であります。ですので、真ん中の計画検討手続きとは違う、手続きとは違うようなことが
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書いてあって、要するに単に目次が並んでいるというレベルですので、次元が違うものが

括弧の中に並んでいるというものであります。 

 それともう１つのことでございますが、計画の選定、決定はだれがするんだということ

であります。議事録等でも今までいろいろご意見があったんですが、計画を最終的に決定

するのはだれなのか、選定するのはだれなのかということを明確にしておかないと、例え

ば委員会であるとか、委員会等であるとか、そういうものとの役割分担が非常に不明確に

なっていくことがあるのではないかというご指摘がございました。 

 きょうの案では、先に進みますが、資料３の１ページ目に骨子を書いてございますけれ

ども、資料３の１ページ目の計画検討手続き骨子（案）の中の（６）に計画案の選定と書

いてあって、一番上の・に、「計画策定者は、比較評価の結果から総合的な観点により、複

数案の中から計画案を選定する責任がある」というふうに書き込むという案をご提示させ

ていただいております。 

 ただ、その上の段階、しっかり比較案の検討、比較評価をするという段階の中に、技術

的検討から来る情報、住民参画手続きから来る情報を十分に比較考慮をすることが重要で

あって、その中で、その手続きによって得られた情報が計画の中に反映されると。ただ、

その反映されたものをどういうふうに選ぶかという、選ぶ行為については、やはり計画決

定に対して個別法の中で責任を持っている者がやるということではないかという形で提示

をさせていただいているという、その趣旨が、この３ページ目の図に、ちょっとわかりづ

らいですが、色とか、大きさであるとか、段落であるとか、そんな形で表現ができないか

と考えているものでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございました。大体理解しました。ということは、緑色の中に書

いてある縦方向では、これが書いてあるんですけれども、実は計画検討の発議においても、

このプロセスを踏むし、必要性の確認においても踏むという形で、むしろ横にずっと並ん

だ形で同じような繰り返しをするという意味で、この矢印の中に入れ込めたという意味で

すね。 

【事務局】  それについてもうちょっと詳しく書いてある、参考資料１というＡ３判の

ものをお配りさせていただいておりまして、これは、第１回目に各ガイドラインを比較し

たものであります。その一番右側に黄色く塗っているものが、もうちょっと細かくといい

ますか、詳細に書いているものでございます。要するに各手続きの間に、技術的検討との

3－3－34



 -14-

やり取りとか、住民参画のやり取りということをやっていくことが必要だろうということ

でありますが、そこについては、その事業の性格とか、そういうものによりまして、発議

と必要性の確認を一緒にやるとか、そういういろいろなバリエーションはあろうかと思い

ますので、ガイドラインの中では、必要な段階で必要な手続きをちゃんととりなさいとい

う表現をとるのかなということでありますが、一番丁寧にやっていくと、こういう参考資

料１の一番右側に書いてあるようなやり取りというものがあるのかなということでありま

す。 

 その一番下に、微妙に技術的検討だけがやり取りがないとか、それは、資料２でいくと、

先ほどご説明させていただいた中で、計画案の策定は、やはり計画策定者が責任を持って

やるのだろうということではありますが、それまでに技術的な検討は終わるわけですが、

計画案を選定したら、なぜこの案を選定したのか、住民の方々からこういう意見をもらっ

ていたのに、それが反映されないで、これがなぜ選定をされたのかということについては、

住民参画手続きでフィードバックをする必要があるだろうということで、計画選定の下の

側には住民参画手続きだけが書かれているという表になっているのが、参考資料１の１ペ

ージ目の一番右側の図になっております。 

【委員】  ということは、これは最後の部分でも、選定と策定というのは微妙ではある

んですが、いま一つ……。 

【事務局】  これは議論があって、一緒にしてもいいのかなということでありますが、

ただ、選定という行為は計画策定者が選定するという行為であって、その後に、例えば河

川法であれば、河川法にのっとって、それを正式に、法的に位置づけるという行為がある

ので、それについては計画の策定という形で、その法的行為であるとか、何らかの手続き

については、その手続きを淡々とやっていくことが必要ですので、そこのところだけ分け

ているというだけで、ないような手続きもあるので、もしかするとこれを一緒にしたほう

がいいのかなというところもありまして、そこは、きょうご提示させていただくものにも、

一緒にするような意見もあるということを併記させていただいております。 

【委員】  計画案がどのぐらい具体的になるかによって、多分事業者の責任というのが

変わってくるのかもしれないんですけれども、例えば河川整備計画的なイメージをすると、

そんなに事業それぞれの個別のことを書かれているわけではないですよね。そういうこと

から見ると、現実は、もうちょっと住民の矢印が計画案選定にも一緒になっていくような、

もしくは委員会と言っているものも、流域委員会という名前で、学識経験者もいるし、そ
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のときには地域のいろいろなことをわかっておられる方もいて、それが一緒に選定に入っ

ていくような、そんなイメージを僕は持つんです。 

 そういう意味では、これを見てしまうと、それがあまり入らずに、むしろ、いわゆるヒ

アリングを受けて、その後、事業者が主体的に決めていくというようなイメージで、今、

現状でやられているよりも、ちょっと下がるのかなと……、これは今の河川の例なので、

他の省庁が加わった場合には違う形になってくるのかもしれないんですけれども、ひとま

ずイメージとしては、やはり意見を聞くという、そちら側に大きく、強く住民の参加をし

ておきたいと。あくまでも最終的な選定は事業主体が責任を持って決めるという位置づけ

で、国交省全体としてはおきたいと、そういう意味ですね。 

【事務局】  あくまでも、一番最初にこのガイドラインの目的を申し上げたように、横

断的、標準的なものということで、こういうふうにさせていただいていますけれども、今、

○○委員がおっしゃったように、例えば場合によっては計画案の選定のところまで委員会

が支援するということも、当然バリエーションとしてはあると思っていますし、それを否

定するつもりももちろんありません。 

【委員】  どうぞ。 

【委員】  多分冒頭に○○委員がおっしゃったような、価値観の部分と客観的に判断す

る部分を分けて示すということは、非常にわかりやすくおつくりいただいたということと、

あと、まさに○○委員がおっしゃったように、事業ごとに公衆の関与の仕方がかなり違う

中で、この図にどれだけ意味を持たせるのかということは、逆に、きょう、この図で議論

をしていいのかということを後で教えていただければという気がしておりまして、本来で

あれば、こういった図で、しかも事業ごとに、ある種、この相互の関与が違うような場合

であれば、できるだけ単純に、シンプルにするほうがいいような気がしておりまして、そ

の場合にはシンメトリーとか、幾つかの同じような枠組みを使うとか、そういうことをや

られるほうが、変な誤解がなくていいのではないかという気がしております。 

 ○○委員の関連で申し上げますと、今のお話ですと、公衆等の参画手続きも何ステージ

かあるので矢印の中に入れているということであれば、技術側のほうも何ステージもある

わけです。これも同じように矢印に入れておいて、シンメトリーにしておいたほうが、特

殊な意図を類推されなくていいのではないかと、そういう点が、１点目、ございました。

そこはご判断に任せるところでありますが。 

 ２点目は、やはり「住民等」という際に若干違和感がございまして、前回の議論の整理
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の中でも、公衆という議論とか、あるいは地方公共団体ということもおっしゃっていて、

ここでは定義の中で、関係者も含めて「住民等」と言っていただいているんですが、これ

が、ある段階、２カ月後、３カ月後に外に出ていく段階になると、どうもやっぱり従来型

の、住民対事業者側の２項的な話になってしまいそうな気がしております。ここは「住民・

関係者等」とか、そういうふうにしておかないと、何かひとり歩きしてしまいそうな気が

するところが……、これが２点目でございます。 

 ３点目は内容の話ですが、この上位計画のプロセス、これはこれで、ある種、戦略的ア

セスも踏まえた形のステージ切りがされていると思うんですが、計画の必要性がいきなり

ぽんと出てくるところが若干違和感があります。これは多分、戦略アセスの中では、計画

特性とか、地域特性というものを踏まえるということが書かれて、そこで、ここでは計画

の必要性と書かれていると思うんですが、計画の必要性だけの言葉ですと、いかにも主観

的に出てきそうにも聞こえますので、例えばここは、計画特性、地域特性を踏まえて計画

の必要性を確認するということを、こちら側の、次にご説明いただく資料３のところにお

示しいただくような、そのあたりもご配慮いただいたほうが誤解がないのではないかとい

う、以上３点を申し上げます。 

 基本的には、これが外に出ていく段階で誤解を招かないように、今、申し上げたような

ことはどのようにお考えいただけるのかなということを、少しお伺いできればと思います。 

【事務局】  １点目は、○○委員のお話もあるんですけれども、意見を聞き置くだけな

のかという趣旨で書いているわけではなくて、十分に比較評価をするときに、そういう意

見を入れた上で、それが比較評価できるような形で整えておくと。ただ、最終的に責任を

持って判断するのはだれなのかという意味合いを出すために分けたという趣旨なので、今

までのことより後退するとか、そういう趣旨ではないということで、それが誤解を招く表

記の仕方であるということであるならば、その辺はもうちょっと検討する必要があるのか

なと思っております。 

 それと、「住民等」という名前については、前回さまざまなご意見があったので、シンプ

ルにまとめてみたわけですが、まとめ過ぎたことによって、逆に違う憶測を生むというこ

ともあるので、そこについてはもうちょっと考えさせていただければと思います。 

【委員】  図の描き方による印象の問題が結構大きいと思います。真ん中にブルーで囲

んである箇所がありますが、この「ブルーで囲んだ」ということに意味があると思います。

「計画案の選定」が、このブルーで囲んだ範囲の外へ出ている。今、いろいろＰＩで行っ
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ているのは、この図の色のついたところを並行的に進めていっているということであって、

３つのプロセスを独立して行うという趣旨で書かれているわけではない。だけど、この図

を見た時に、○○委員が指摘されたように、間違った印象を受ける可能性がある。 

【事務局】  誤解を生むようなものは本意ではありませんので、これも特段理由があっ

てこうしているわけでもありませんので、そういう誤解を与えるおそれのあるところは、

できるだけやめておきたいと思いますし、多分これは、戦略アセスのガイドラインに対応

している部分が、このブルーの部分だと思うんですね。環境省の戦略アセスのガイドライ

ンというのは、計画案の策定の話には触れていないところになっていますので、そのぐら

いの意味しかないと思いますので、取って、誤解のないようにしたいと思います。 

【事務局】  役割分担をはっきりさせながら、どこに問題があるのかということを十分

把握しながら議論をしていくという意味で整理させていただいているんですが、それが逆

に、今までのやり方より分離していくとか、違う方向に進んでいくというイメージを与え

るとすると、やはり図のかき方等については、もうちょっと考慮する必要があるのかなと、

今、ご議論を聞いておりまして、十分感じております。 

【委員】  どうぞ。 

【委員】  今の３ページの図と４ページの用語の定義の関係ですけれども、ちょっとわ

かりづらいので、どちらかを少し修正していただきたいと思います。例えば４ページの最

後に「計画検討手続き」というのがありまして、これも２つ書いてあるんですが、特に下

のほうですね。「計画検討の発議の後、計画の必要性の確認……選定に至るまでの一連の手

続きである」、これが計画検討手続きであるということですが、それが３ページの図で言う

と、計画案の選定というのは、「計画案の選定に至るまで」には入っていないのかいるのか、

よくわからないのと、それから計画の策定という項目がくくられているわけですが、これ

も文章とはやや合っていないところがあるということで、その２つを突き合わせるとわか

りづらいんですね。 

 特に計画の策定、先ほど、まだ調整中だという話でしたけれども、それと、下のほうに

点線で囲ってある、「以後、……都市計画法等に基づく手続き等を実施し」というところと

の関係が、先ほどの話だと、下のほうに入っているようにも聞こえたし、計画の策定とい

うのはそうではないのだというふうにも、この図では見えますし、非常にあいまいな感じ

がするんです。それが結果的に、４ページの「計画策定者」というところに「構想段階に

おいて計画策定手続きを実施する主体」と書いてありまして、この「計画策定手続き」と
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いうのが定義がないので、どのことを指すのかというのが非常にわかりづらくなっている。 

 ３ページと４ページの図と文章の突合を、もう一度していただけるといいのではないか

という気がいたします。 

【事務局】  今のご指摘を踏まえて修正をさせていただきたいと思います。特に計画の

策定というものをどうするかということで、それ以降の事業アセスとか、都市計画法に基

づく手続きみたいなことの間のところが非常にグレーになっていて、例えば河川事業であ

れば、河川整備計画を構想段階の計画と言うと、法的に位置づけるところまでが構想段階

の計画策定になってくると。ただ、そういうものがないものについては、下のほうの、個

別法に基づく手続きが構想段階以降のものになるとかという、そこら辺が微妙なものです

から、もうちょっと整理をさせていただきます。 

【委員】  今の最後の点にかかわるんですけれども、参考資料１の一番右の黄色の図面

は、先ほどご説明いただいたように、「計画案の選定」の後にもう１回「住民参画」が書い

てありますね。だから、それがきょうのご提示したい本来のプロセスだとすると、今の議

論になっている資料２の３ページの図面の「計画案の選定」というところの後に、実はま

だ右側の「住民参画手続き」からの、何らかの矢印が入ってくるんですね。 

 逆に言うと、だからこそ、案を何らか選定、比較評価していって、この案がやっぱりよ

さそうですということを行政などに示した後に、もう一度何らかの意見を聞くわけだから、

それがあるからこそ、もう１回改めて、行政として、行政計画か法定計画かは別にしまし

ても、考えとしては、結局はこれですというものを示さなければいけなくなりますね。 

 もしそこに住民参画が必要ないとしちゃうと、同じことを２回やるのに、何でやらなけ

ればいけないんだということになってくるわけだけれども、多分そこにＰＩがまだあるか

らこそ、ここで２つ書いているのではないかなと私は理解しています。それでいいかどう

かは、いろいろな事業によって違いますから、それで整理はできないかもしれないけれど

も、私はそう思っています。 

 もう１点、先ほど来、誤解がいろいろあるような気も私もしていますので、１つは、こ

れはかなり大らかな気持ちで言っているんですけれども、「技術的検討」の後ろに「手続き」

があってもいいのではないかなと。いいのではないかなというのは、「手続き」という言葉

と、今、透明性とか、場合によっては説明責任とか、ああいう言葉は、かなり密接な関係

に理解されていると思うんですね。そういうことからいって、今回、これは３つとも行政

が主体となってやっていくことには違いないけれども、なぜか技術的検討にだけはそうい
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う言葉が入っていないというときに、いわば、従来、内部検討としてやっている、なかな

か表には、その情報なり、過程なり、その前提なりが出てこないということもあるわけで

すけれども、そこら辺をかなり意識して書くと、こういうふうに、ここだけ「手続き」と

いう言葉を使わないで、これは実は内部検討ですと、何が出せるかどうかは全くわかりま

せん、何も出ないかもしれませんということまでを含めるような意味にもとれないでもな

いので、そんな意思は全くないのではないかなと思うんですね。 

 それは、先ほど来、横方向で、それぞれの段階で技術的に検討したことは、それが表に

出ていくわけだし、いろいろな委員会で、今、反対の人まで委員会の中に一緒に出てきて

技術検討をやっているところも結構あるものですから、そういう意味での透明性はかなり

進んでいると思うので、その点から言うと、ここだけ「手続き」がないということは、そ

ういう誤解すらも与える心配もあるかなという気もしたりして、非常にマイナーなことで

ありますけれども……。 

 ですから、手続きというものの定義とは言わないけれども、考え方として、何らか公開

性があることが定義なのか、要するに内部でＡさん、Ｂさんの間で何かやっているのが手

続きか、全く内部の課長から部長に何か報告するのが手続きかというと、それはここでは

あまり重要ではないけれども、公開されていることが前提であると、それが、ある種、手

順に従って、段取りとして進めているのだったら、手続きと呼んでもいいかなというぐら

いの大らかな考えを私は持っていますので、そんな印象を持ちました。 

 以上です。 

【委員】  ありがとうございます。 

【委員】  今の○○委員のことにも関連するんですけれども、３ページの図を見た印象

は、３つのプロセスというふうにご説明があったんですが、どうしても２つになってしま

う印象が強いんですね。真ん中の計画検討手続きのアドバイザリーとしての技術的検討と

いうと、これが１つのグループになるという印象が非常に強いんです。 

 これは、平面で書くから、真ん中のブルーのところに緑と黄色の両方が入っているんで

すが、ほんとうは技術的検討の中にも、住民参画の、今、いろいろな情報が入ってくると

いうことだと、３つがぐるっと円筒形になって独立していくのかなという感じがするんで

すね。やはり独立性……、独立性というのではないですかね、「手続き」というにはちょっ

と違うのかもしれないけれども、名前を３つ「手続き」として、３つのプロセスというほ

うがわかりいいのかなと思います。ガイドラインの基本的な考え方も、技術的検討のとこ
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ろは２行ぽんと書いてあるだけで、気持ちはわかるんですけれども、そういう印象を得ま

した。 

 もう１つは、先ほどの計画の必要性の確認ですが、構想段階における、求められる機能

とか、あるいはその役割とか、多分そこのところから、まず定義のところに書いていかな

ければいけないのではないかと思うんですね。それに対して、住民あるいはニュートラル

な立場での技術的検討、その両方がインプットとして出てくる。で、フィードバックとし

て、またそちらに戻っていくということではないかと思いました。 

 以上です。 

【委員】  検討手続きの図に関していろいろ意見が出ましたが、一番右の「必要に応じ

委員会等の支援」という矢印がありますね。その外側をグリーンの破線で囲んでいるため、

誤った印象を持つ可能性があるのではないでしょうか？ここだけが独立しており、その中

に矢印が入ってしまっている。表現の仕方ですので、先生方から頂いたご意見を踏まえて、

工夫をしていただけますでしょうか。 

【事務局】  はい、検討させていただきます。 

【事務局】  １点だけよろしいですか。○○委員、○○委員からお話があった、技術的

検討で「手続き」という名前をつけると、オープンな場というイメージが非常に強くて、

もちろん委員会等で技術的な内容を議論する場合には、オープンにするということが通常

やられていますので、全然構わないんですけれども、例えば、この計画策定者とコンサル

とがいろいろ打ち合わせをするものまで全部オープンに「手続き」として称するというわ

けにもいかないだろうと。 

 そうすると、技術的な検討内容は別に隠すつもりは全くないですけれども、それをオー

プンにする場というのは、この真ん中の計画検討手続きの中で、必要性だとか、複数案だ

とか、評価をやる場合に、それに必要なバックデータでありますとか根拠も含めてオープ

ンにするという、この真ん中の手続きの中でオープンにすれば足りるのであって、あまり

コンサルとの打ち合わせの内容まで何も一々オープンにする必要はないだろうと。そこの

誤解を与えないように、わざわざ「手続き」という名前をつけないで「技術的検討」とい

う名前をつけたと。もちろん委員会でやる場合にはオープンにしたほうがいいとは思って

おります。 

【委員】  よろしいですか。我々もよくわかるけれども、やはり情報の共有化とか、透

明性とか、そういうキーワードを明示的に書いたほうがいいですね。たとえば、図の中で
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黒い点々で描かれている部分。この箇所に関しては議論を透明化することを目的としてい

るとか、そういう趣旨のことが書かれていると判りやすい。この黒い点々の箇所に関して

は、まだご説明がなかったように思います。 

【事務局】  黒い点々というと、上の「上位計画」とかの黒い点でしょうか。 

【委員】  いやいや、太い点々。 

【事務局】  太い、色が変わっているものですね。これは、この範囲が手続きだろうと

いうものを、わっと覆っているということで、要するに計画検討手続きというのは、青い

点で覆っているところが手続きだろうと。それと、中の青い色で塗りつぶしているのは何

かという話になってくるのですが、特に情報のやり取りをするのはこの範囲であって、選

ぶときには責任を持って選ぶという趣旨が入ってはいるんですね。けれども、かといって、

聞き置くだけという趣旨でやっているわけではなくて、それを十分に踏まえた上での決定

だし、その決定したことに対しては、後ほどご説明させていただくものにも書いてあるよ

うに、十分に説明する、説明責任を果たすと。その下の部分でも、選定をした趣旨は何だ

と、それを十分フィードバックするということも書いているので、全く聞き置くだけとい

うことのつもりではなかったんですけれども、そこが非常に誤解を生むような図構成にな

っているというのはご指摘のとおりなので、そこはもうちょっと、いろいろな方が見て誤

解を与えないような形の整理が必要だなと感じております。 

【委員】  これは、だからそうなるとアドバイスになるんですけれども、青い破線の中

に、手続きに関するプレーヤーの住民というのが入っているから、またわからなくなるん

ですね。ほかのところはそういう主体が入っていないのに、ここのところだけ主体が入っ

ているんですよ。だから、これがまた逆に困っちゃうから、これがないほうがもっとわか

りやすいかもしれないという気がするんですね。 

 技術的検討を省いてくださったのは、ある意味で、ここは意思決定主体ではないと。あ

くまで助言を与える機関であるという意味で、責任を負わないという意味も込めてくださ

ったのかなという気が私はしたんですけれども、もしそうだとすると、２つ、青い破線と

緑の破線が並列しているとなると、緑の破線のほうも、その意味では、計画の策定までに

至る意思決定主体のように……、○○委員がおっしゃったように、２つが並んでいる気が

しちゃうんですね。だから、そういうところのめり張りというか、そのあたりをつけたほ

うがよりよいのかなという気がしました。 

【委員】  よろしいですか。これまでにご指摘頂いた点に関しては、まだまだ改良すべ
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き点が残されていると思います。 

 それでは、次の③のガイドラインの骨子（案）についてに関して、ご説明、よろしくお

願いします。 

【事務局】  資料３のＡ３の縦紙でございます。先ほど議論になりました図に対応した

形の構成にさせていただいております。 

 １枚目が計画検討手続きの骨子、２枚目が住民参画手続きの骨子、３枚目が技術的検討

の骨子、４枚目が委員会等という形のものと、その他という形で分けさせていただいてお

ります。でき上がるガイドラインも、このような形の章立て並びに目次立てになるのかな

というイメージを持ちながらつくっているところであります。 

 まず１ページ目でございますけれども、計画検討手続きという中で、項目の中に何も入

っていないところ、これは全体的なことが書いてあって、計画策定者は、住民参画手続き

の結果から得られる意見や技術的検討の結果を十分反映して計画検討手続きを行い、計画

を選定する責任がある。計画策定が公正性、客観性、合理性、透明性をもって適切に行わ

れている必要がある。また当該事業に関係する公共団体とも十分調整の上、計画検討手続

きを進めると、これが全体的な話。 

 あとは個別の項目段階でございますが、計画検討の発議については、上位計画等で提案

された基本方針や現状の課題に基づき、当該事業の目的を明確にした上で計画の発議を行

う。そのときに、検討の内容や手順、予定スケジュール等を十分に公表すると。 

 計画の必要性の確認については、計画を検討することが必要であることを確認するため、

できる限り早い段階で必要性について説明すると。その次はゼロオプションみたいな話で

すが、行わないとすることでは、公共事業を発議した目的が達成されないというときにつ

いては、そういうことも十分に早い段階で説明すると。 

 複数案の選定ということでございますが、最適な計画を決定するために複数案を設定す

ることが基本だと。複数の案の中には、事業の目的が達成できるかどうか、住民等の関心

事や論点等が十分に議論ができるようになっているかどうかが重要だと。計画策定者は、

必要に応じて、複数案の設定内容を住民等からの意見を参考にして改善していくと。 

 それから、事業を行わない案、要するにゼロオプションというものは、それが現実であ

る場合や、その他の施策の組み合わせ等により対象計画の目的を達成できる場合に複数案

に含める。また、現実的でない場合でも評価の参考として示すことも検討する。レファレ

ンスとして示すことも検討すると。それから、地域特性等から複数案を設定することが現
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実的でない場合については、複数案を設定する必要はないと。次が、複数案の設定は事業

の特性により大きく異なるものであり、詳細については個別のガイドライン等に基づき設

定していくと。 

 評価項目については、社会面、経済面、環境面等々から、以下の４点について評価項目

を設定するということでありますが、まず１番目には、事業の目的の達成度合いを評価で

きるような項目とする。社会面、経済面、環境面等の項目を適切に設定する。社会や住民

等の関心事や論点等への影響を評価できるように設ける。項目の取捨選択に当たっては、

事業や地域等の特性に配慮していくと。それから計画策定者は、必要に応じて、評価項目

について住民等からの意見を参考として設定内容を改善していくと。 

 （５）で評価でございますけれども、住民参画手続きの結果や技術的検討の結果を十分

に反映して、複数案の優劣を評価する。その評価に当たっては、正確な情報に基づき、で

きるだけ客観的に示す。計画の状況や住民の関心事に応じて、各評価項目の精度を適切な

ものとする。住民等が結果を理解しやすくするため表現を工夫する。単に数値のみではな

くて、多様な価値観によって評価ができるようにしておくということであります。 

 それから計画案の選定ということで、計画策定者は総合的な観点から選定する必要があ

るというふうに書かせていただいております。ただ、その選定に当たっては、住民等や関

係機関等に対して次の３点に留意して、その選定の結果や理由をわかりやすく説明する。

複数案の絞り込みや総合評価の過程で特に重視した観点とか項目などの基本的な考え方を

明示する。住人等や関係機関の意見に対する考え方をちゃんと明示する。また選定された

案について、こういうことについて配慮するという配慮事項、留意事項についても明確に

しておくということであります。 

 （７）については、これは先ほどから問題になっていますが、仮に法令等手続きが必要

であれば、それは手続きを行うということがあるだろうということであります。 

 ２ページ目に移りますが、住民参画手続きの骨子（案）ということで、まず全体的なお

話としては、住民参画手続きについては、計画策定プロセスに意見が十分に反映されるよ

う、計画策定者と住民等との双方向のコミュニケーションを重視し、適切な時期に適切な

手法を用いて実施するということであります。 

 まず、住民参画手続きは十分な期間を確保して行う。住民参画手続きは、計画検討手続

きを踏まえ、状況に応じて適切な段階に適切な方法で行うものとする。住民参画手続きに

おいては双方向のコミュニケーションとなるよう、情報提供、意見把握、意見への整理・
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応答を行う。①情報提供としては、計画策定者は、住民等が当該計画について理解を深め、

意見を形成するために、計画手続きの進め方や検討期間などは早期に公表するとともに、

必要な情報を適切な時期、方法により住民等に提供するように努める。②意見把握につい

ては、計画策定者は、住民等が当該計画に関して有している関心、懸念等の意見の把握に

努める。意見の把握の際には、住民等が計画に対して適切に意見できる機会及び期間を確

保する必要がある。意見の整理・応答ということで、計画策定者は、住民から出された多

様な意見をわかりやすく整理し、その整理結果について公表する。計画策定者は積極的に

意見を受け付け、質疑に対して真摯に応答を行うと。 

 地方公共団体との連携ということで、住民参画手続きの立案及び実施については地方公

共団体と連携して行うと。 

 （３）留意事項として、関係者の把握と手法の選択ということを載せさせていただいて

おります。当該事業にかかわる住民等の関係者について、次のような事項を踏まえて適切

に把握する。①として事業の特性、それから地域の特性、関連事業の有無、事業によって

もたらされる受益・負担の程度、事業への関心。 

 手法の選択については、次の３点を考慮して行う。必要に応じて複数の手法を組み合わ

せて活用するということでありますが、目的、手法の特性、それから予算や時間等とのバ

ランスについて考慮しながら手法の選択を行うと。 

 これは後ほど出ますが、住民参画手続きの支援組織の設置ということで、住民参画手続

きに関し、必要に応じ委員会等の支援組織を設置するものとするということで、詳細は「委

員会等」に記述しております。 

 ３番目の技術的検討、３ページ目でございますけれども、全体的には、技術的検討は、

計画検討手続きにおいて、事業の目的の設定や計画案を選定するに至るまでの手順、検討

手法、代替案の絞り込み方などが、技術的、専門的知見から合理的かどうかについての根

拠を与えるものであるということであります。 

 技術的検討内容の整理ということで、まず一番初めには、構想段階における計画検討の

前提となる技術的、専門的知見から、検討内容、そのために調査、検討すべきデータの範

囲、検討の手法、体制など整理すべき事柄を抽出して、その枠組みについて早期に決定す

ると。技術的検討の具体的な内容は事業特性により大きく異なるものであり、詳細につい

ては個別事業ごとの技術基準等に基づき実施していくと。 

 整理を行った後、技術的検討を実施していくということでありますが、技術的検討に当
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たっては次の点に留意するということで、①データということと、分析手法ということで

あります。データについては、検討に用いるデータは、検討目的に照らし質量ともに適切

なデータを用いるものとし、既存の調査や必要に応じ実施する調査により収集するものと

する。特に計画の必要性や住民等の関心事、論点となっている項目についてのデータの収

集については配慮を行うと。それから分析手法ということで、データの制約、分析精度な

どを勘案の上、適切な分析手法、項目を選定する。定量的、定性的な評価を行う上で、わ

かりやすい指標等を設定するということであります。 

 （３）で、そういう検討結果の評価等ということで、評価等を行うに当たっては次の点

に留意するということで、定量的、定性的な評価を行い、できるだけ客観的に評価結果を

示す。その際得られた結果が妥当かどうか十分に吟味する。問題があるということについ

ては、その課題についても記述するということであります。 

 また支援組織については、設置をするということを書かせていただいております。 

 ４ページ目でございますけれども、委員会等の骨子ということでありますが、まず委員

会等を設置するに当たっての基本事項ということで、計画策定者は、当事者のみによる判

断が難しい場合等必要に応じて、技術的専門性、または公正な立場の第三者から助言をも

らうための委員会等を設置する。委員会等が担うべき役割は２点に整理できるということ

で、１つは住民等との適切なコミュニケーションの確保、２番目に専門性の確保、検討内

容の合理性の確保ということでありますが、これは、問題になっておりますこのフロー図

の下に書いてありますように、住民参画手続きに対する支援組織、また技術的検討に対す

る支援組織というふうに、大きくは２つに委員会等の役割を分けられるのではないかとい

うことに対応しているものであります。委員会等の設置に当たっては、以下の事項に考慮

して設置するということで、委員会等の必要性、目的、役割の明確化、２番目は適切な委

員会の構成、体制、人選であります。 

 それから住民参画手続きの支援組織ということで、住民参画手続きにおいて、住民等と

の適切なコミュニケーションを確保するため、計画策定者は必要に応じて委員会等を設置

する。この委員会の基本的な役割は、まず計画策定者と住民等との対話の確保、また住民

参画手続きの実施の支援ということで、把握した意見を整理していくということであると

か、しっかり公聴会等を開いて真摯な応答をしているかどうかを支援するということであ

ります。 

 （３）が技術的検討の支援組織ということで、計画内容の合理性を確保するため、計画
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策定者は必要に応じて支援機関を設置する。この委員会の基本的な役割は以下のとおりで

あるということで、データ分析に用いた手法が合理的かどうか、技術的検討の結果が妥当

かどうかということであります。 

 あと、その他留意事項として、評価結果等の活用ということで、実際に行いました検討

については、計画決定後の事業アセス等、また都市計画決定手続き等の段階で有効に活用

するということであります。 

 取り組みの反映及び充実ということで、今後も、このガイドラインをつくった後も実際

の事例を重ねていって、ガイドラインの見直しを常に行っていくということであります。 

 以上が骨子でございまして、先ほど議論のありました３ページのフロー図に基づいた形

での構成と目次構成を検討させていただきました。以上でございます。 

【委員】  ありがとうございます。 

 では、ご説明いただいた骨子について、いろいろご意見等をいただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

【委員】  私はあまり経験がないものですから教えていただきたいんですけれども、こ

の住民参画手続きの支援組織というのは、これまでにもたくさん設置されているのでしょ

うか。例えば流域の懇談会みたいなものは、住民そのものが委員会を組織しているといい

ますか、支援する組織というよりは住民そのものがステークホルダーとして出ておられる

ケースはよく見ているんですけれども、この内容を読むと、ちゃんとした住民とのコミュ

ニケーションをとっているかといったことをチェックしたり、それがうまくいっていない

場合は、それを支援するといった内容に受け取れるんですけれども、こういうのはよくあ

るんでしょうか。 

【事務局】  多分実際に行われているものは、十分整理して、役割分担をして、これこ

れというふうになっているものではなくて、１つの委員会がさまざまな役割を果たしてし

まっているというものが多いのかなとは思います。要するに技術的なこともやっていると

きもあれば、十分に意見を聞きましたかということをやっているものもあればということ

を１つの委員会でやってしまっています。問題としては、その一つ一つの委員会でやって

いて、結論を出すときに、どこに問題があったのかということが十分整理できないような

ことがあるのではないかということで、ここでの趣旨は、複数設置するかどうかは別にし

ても、今、議論していることが技術的な検討の内容なのか、手続きが正しいのかどうか、

それとも住民とのやり取りが正しいのかどうかということを、役割をしっかり認識しなが
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ら、どこが問題になっているのかということについて分けていく必要があるのではないか

と。その分けていって整理をすると、大きくは、やはり住民参画手続きの話と技術的検討

についての役割になるのかなというのがこの整理であります。 

 今、○○委員がおっしゃられた、そういう住民とのやり取りをしているという事実は何

なのかというと、それはもしかするとコミュニケーションツールとして、例えば委員会で

はなく協議会みたいなものを使ってコミュニケーションをしていると。それはコミュニケ

ーションの実施をしているのであって、コミュニケーションツールとしてやってしまって

いるというものもあって、その委員会というものの定義をもうちょっと明確にしておく必

要があるのではないかと。だから、協議会といって、コミュニケーションツールとして協

議会を使いますということの協議会と、ここで言っている委員会というものは区別して考

えておかないと、問題の所在が明らかにならないのではないかという趣旨であります。 

【委員】  ということは、ここでまた戻っちゃうんですけれども、この図―１において、

例えば流域の懇談会みたいなもの、町長さんだとか、漁協の代表さんだとか、そういう人

たちが入る、懇談会みたいな名前がついていると思うんですけれども、そういったものは、

この中においては、下の「委員会の支援」というところに入っているのではなくて、「住民

等」とか、この中に含まれていると考えたほうがいいと。 

【事務局】  ということを議論している場合もあるし、そういうところで技術者が入っ

ていて、技術的なことも議論している場合もあって、それをごっちゃにやってしまってい

る委員会が多いのかなということは実態としてはあると思います。 

【委員】  その技術的なものが一緒に入ることは理解するんですけれども、この下から

の「委員会等の支援」と書いてあるのは、今、言った懇談会は含まないと言ったほうがい

い……。 

【事務局】  はい。 

【委員】  ですね。それなら私にはわかりやすいんです。 

【委員】  先ほどいみじくも計画手続きの支援ということを言われましたね。前の図で、

その箇所が気になっていました、それは、どういう意味ですか？ 

【事務局】  計画手続きの支援……。 

【委員】  検討手続きの支援とか。 

【事務局】  今、ご提示させていただいているものの委員会としては、住民参画手続き

を支援するものと、技術的検討を支援するものということで、真ん中を支援するものにつ
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いての想定はしていない状況になっています。 

【委員】  でも、参画手続きとか技術的検討の議論をするのであれば、当然真ん中のプ

ロセスに関係してくると思います。 

【事務局】  だから情報のやり取りのところで、それが妥当なのかというところぐらい

は入ってくるのかもしれません。 

【委員】  先ほど課長がおっしゃった、技術的検討が公開対象になるかどうかというこ

とで、今のご説明を伺っていると、技術的検討はまさにアドバイザリーボード的な役割で、

先ほどおっしゃったコンサルタントへ委託する部分は、むしろこの青いところのお話で、

ここで技術的検討というのは、ある種、客観性、透明性、公平性を外部からも認知いただ

くような場でつくるという意味では、今の私の理解としては、まさにアドバイザリーボー

ドとして独立した形でおつくりになられるような傾向が強いと思うんですが、そういう理

解でいいのかという点が１点目。 

 もう１つ、ここをずっと伺っていると、これ自身もガイドラインと呼んで、さらに各事

業ごとにまたガイドラインをつくるというのは屋上屋を重ねるようなことにならないのか

なという気が若干いたします。これは、むしろここでつくるのはガイドライン構築の指針

みたいな、そういう理解でいいのか、あるいは基本ガイドラインみたいなものをつくられ

るのか、そのあたりを少し明確にいただいたほうが議論がすっきりしてくるような気がい

たしました。 

【事務局】  １点目の技術的検討のところですが、技術的検討を行うときに、例えば計

画策定者がみずから技術的検討を行って、外に対しても十分に説明できる、技術的レベル

も説明できるというものについて委員会を設置しなければいけないかどうかというところ

は、その問題に応じて委員会を設置して、透明性といいますか、技術的な合理性を確保す

るということに、委員会をつくるかつくらないかという選択肢は一応残した形のものには

なっているということですが、透明にしていくということについては、そのとおりである

と思っております。 

 それと、今の各ところがつくるガイドラインがどういう部分になるかということであり

ますけれども、例えば技術的検討というところで何が書いてあるかというと、例えばデー

タであるとか、分析であるとかということしか書いていなくて、例えば河川事業であれば、

流出解析はどの手法を使うのかとか、さまざまな技術的なことについては、やはり技術分

野に任せたガイドラインなり手順、基準書みたいなものが必要になってくるなと思ってい
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るということで、例えば技術的検討については、そういう部分でのマニュアルというか、

ガイドラインというか、何らかの基準書は必要になってくるのではないかと考えておりま

す。 

【委員】  そのガイドラインづくりのガイドラインというのは、外に若干わかりにくい

のではないかということで、今、おっしゃったのは、まさにガイドラインづくりのマニュ

アルであったり、ガイドラインづくりの基本的な指針ということで、外に出ていく際には、

そのあたりは、その場で出す情報についての、それ自身がガイドラインではなくて、むし

ろそのガイドラインの基本的な骨子をお示しする、まさにここに骨子と書いていますけれ

ども、それはそういうふうに言ったほうが誤解がないのではないかという印象がございま

す。 

【委員】  いかがですか。 

【委員】  最初のところの○○委員に関係するところですけれども、４枚目の紙の委員

会等の骨子のところで、（１）の一番上ですけれども、「計画策定者は、当事者のみによる

判断が難しい場合等必要に応じて」と書いていますが、この「当事者のみ」というのは、

計画策定者のことですよね。 

【事務局】  基本的にはそうです。 

【委員】  ですね。となると、これはつまり、計画策定者が、こんなことをやっていた

ら住民の方々にわからないかなと思って、これではよくわからないから、一度そのために

こういう委員会を立ち上げましょうというように私は読んだんですが、ひょっとしたら、

住民側が、こんなことではさっぱりわからない、何とかしてくれよということもあるのか

なという気がするときに、「当事者」という言葉にそれが入るかどうかというところがクリ

アではなかったものですから、そこのあたりをどううまく整理して書くのかなと、１つ疑

問に思ったところがあります。 

 あとはマイナーな点で、言葉の問題だと思うんですが、１枚目の紙の（３）複数案の設

定というところで、一番当てはまるのは上から４番目のポツですか、「事業を行わない案

は」と書いていますけれども、これはあくまで文章にしたら長たらしくなるので、ただそ

ういう認識だということの確認ですが、いわゆるビフォー・アンド・アフターではなくて、

ウィズアウトであって、事業をもし行わないとすれば、結果的にこんなことになっちゃい

ますよというところまで示さないと、今、こうですという今のこの状態と、何か事業をや

ったらこうなりますだと、これは正確な比較ではないですね。 
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 まあ、そう書くと長たらしいので、そこはできれば何かそういうことがわかるような表

現だったほうがいいのではないかと。つまり、計画を起こすということは、それを、今、

放置しておくと、何年か後にこうなってしまうということが問題だからやるということだ

から、比較のときの、ウィズアウトで、やっぱりやりましょうということがわかったほう

がいいかなというのが１点です。 

 あと１つ、これも語感の問題なので、これでいいと言えばいいのかもしれないですけれ

ども、同じ１枚目の（５）のところの一番最後のポツですが、「単に数値のみによってでは

なく、多様な価値観によって比較評価を行う」という、この「価値観」というのが、すご

く主観に関することで、実際の計画策定を行う人の主観でやりましたというニュアンスが

あるので、これはむしろ「価値基準」とか、ある基準、多様な基準に基づいてということ

で、こういう見方ですればこうですよということだと思いますから、これも言葉を変えた

ほうがいいかなという気がしました。 

 以上です。 

【委員】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがですか。 

【委員】  今の最後の委員会のあたりは、同じ分野でもいろいろな事業があるので、い

ろいろな分野を考えているので、その委員会と計画主体との間の距離感というのは、かな

りいろいろなバリエーションがあるわけですね。だから、そこを逆にある程度書き込んで

いかないとはっきりしてこないなというところもあって、完全に外から全く独立して評価

していくという場合もあるかもしれないし、一方、行政が設置して、行政と一体となって

技術検討を行っていくという密接不可分型の委員会だってあるわけだし、あるいは委員会

のほうが独自に何かを自主的に技術検討をしてしまうというものだってあるかもしれない

し、そこら辺の距離感について、この中では十分には読み取れないんですけれども、ただ

現実問題に照らしてどう活用するかというのは、その置き方は、その置かれている事業な

り計画に応じて適切なものを選ばざるを得ないわけであって、そこら辺をわかるような書

き方をしないといけないと思うんですね。 

 ですから、先ほどの流域懇談会というのは私もよくわからないんですけれども、それだ

けいろいろな方が入っているというのは、もしそこで決定をしないのであれば、いわゆる

ＣＡＣ、市民諮問委員会みたいなものが随分いろいろな国にありますけれども、あれは、

多くの方、いろいろな地域住民の方も集まるし、比較的近いような感じがするんですね。
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そこは必ずしも決定機関ではないし、みんなでいろいろ話をしていく場だから、外環の沿

線会議みたいなものはそれに近いのかもしれませんけれども。 

 そういうものは、場合によってはＰＩ活動の一環でも置いているんですね。行政が行う

ＰＩにはいろいろなタイプがあって、１つはそういう委員会みたいなものを設置して、そ

こでいろいろ議論してもらおうと。それからワークショップになったり、いろいろなケー

ス、いろいろなものがある中の１つにそういうＣＡＣがあるという、そういう集積があっ

たりするんですが、そうなると、まさに先ほどのお答えのように、ここで言っている委員

会というものとは異質のものだと理解せざるを得ないんですけれども、だから、委員会と

書かれているだけだとそこら辺がはっきりしないこともあって、今まで誤解されてきたと

いうことがあると、これからも誤解されると問題だから、ぜひそこら辺の距離感について

も含めて明らかにしていただきたいと思います。 

 それから計画検討手続きのほうは、たしか道路のほうは、いわゆるプロセス管理みたい

なものが書かれたような気もするんですけれども、その部分がなかったような気もするん

ですね。一方で住民参画手続きのほうはかなりきっちり書かれていて、適切な時期だとか、

期間を確保するとか、それはそれで大変重要な視点だけれども、果たして最後のほうの「予

算や時間等とのバランスを考慮する」という、これは当然なんですけれども、一方で、全

体のコントロールはやはり計画策定プロセスと言っているところで行うのかなという気が

私自身はしているものですから……、３つのプロセス全体によって計画を策定していこう

ということですね。だから全体としての何らかの管理はあっていいと思うんです。 

 ただこの住民参画という中だけで、予算がないからとか、時間もかかるから、これはこ

の辺でやめちゃおうということで管理するというのはなかなか難しい。その趣旨も入って

いると思うんですけれども、その辺が明確に、どこで実際に管理ができるかということは、

論点としては結構重要な論点だろうなと思います。 

 とりあえずその２点です。 

【委員】  ありがとうございます。 

 委員会等の骨子は非常に重要ですね。大学の場合、自己評価と外部評価というものがあ

って、自分で評価する、あるいは検討のプロセスの中で評価するのか、外側から評価者を

呼んでくるのかという選択をしなければいけない。簡単な場合は自己評価だけで済まして

しまうということもあり得る。ある意味で、そのプロセスの評価機能みたいなところを委

員会等が担っていることが多分あるだろうと思います。 
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 もう１つは、そうだとすれば、議論の妥当性に関するチェックリストというか、「こうい

う考え方でプロセスを客観的に見る必要がありますよ」という議論を整理しておく必要が

あると思いますが、いかがですか。この委員会というのは、それも兼ねているのですね。 

【事務局】  プロセス全体を評価する……。 

【委員】  「プロセスがうまく機能しているかどうか」を確認するためのプロセスを言

っています。住民参加を支援するという意味が、「対話の確保」とか、「支援」とかと書い

てあるけれども、住民参加を支援するということの最終的な目的は、「計画の手続きや議論

の進め方を正当化する」というところにあると思います。 

【事務局】  そういう、ちゃんと十分な期間を確保したかとか、回数も確保したかとか、

必要な段階でちゃんとやったかみたいなこともちゃんと見ておくということも含まれてい

るとは考えているんですが、そこが言葉足らずであると思います。 

【委員】  先ほどの用語の定義ともかかわるんですが、検討手続き骨子の一番上の欄、

一般論のところがありまして、計画策定者は、計画を選定する責任があると。その次です

けれども、「計画策定が公正性や客観性、合理性、透明性をもって適切に行われている必要

がある」と。この言葉は、ご趣旨のほどは「計画策定」で正しいんですか。 

【事務局】  趣旨は、計画検討手続きにおいて、この４つをもって適切にという……。 

【委員】  ですよね。だから、「計画策定」ではなくて、「計画検討が」ということが正

しいのではないかということです。 

 それとともに、最後の（７）の、計画の策定がここにあるかどうかという問題は、先ほ

ど議論したので置いておきますけれども、一般論としての３つ目、「当該事業に関係する地

方公共団体とも十分調整の上、計画検討手続きを進める」と。ここで地方公共団体という

のが出てくるんですが、これは、先ほどの議論の中で、次のページの住民参画手続きの「住

民等」には入っているのか、入っていないのか。 

 少しそれが気になるのは、２ページでは、一般論にはそこの部分がさらに書かれている

わけではなくて、（２）として「地方公共団体との連携」というものが１項起きているんで

すね。で、「手続きの立案および実施について地方公共団体と連携して行う」と。いわゆる

プロセスをマネジメントするところで、地方公共団体と手を組みながら、場所をセットし

たりとかいうことをやるのは当然のことだし、それはそれでいいと思うんですけれども、

そういうことを言っているだけなのか。 

 計画をつくる、計画を検討するという段階で、直轄がこれをおやりになることを前提に
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しているわけですけれども、直轄と地方公共団体との関係は、「住民等」と呼ばれている中

に入っているだけでいいというふうにここでは言っているのか、ちょっと違って、「公共団

体とも十分調整の上、計画検討手続きを進める」という意味は、「調整」の中に実はもっと

深い意味があるという意味なのか、公共団体の取り扱いが不鮮明な感じがするんですね。 

【事務局】  ご指摘のとおりで、つくっていく過程で、地方公共団体の取り扱いをどう

したらいいのかということが議論になっていて、定義のところでは抜けてしまっているん

ですね。その中で、慌ててここに入れてきているんですが、そこが十分に、どういう役割

になっていただくかということが鮮明になっていない部分もございますので、そこについ

てはもうちょっと検討させていただきます。 

【事務局】  住民の皆さんとか関係者の皆さんからすると、国だろうが、地方自治体だ

ろうが、行政ということで、本来であれば、その計画策定主体が１人である必要は全くな

いので、国と関係する自治体が共同して計画策定主体になるということも十分考えられる

と思いますし、それが望ましい場合も多いと思います。 

 当然この構想段階の後、都市計画決定とか、環境アセスメントの段階で、地方公共団体

の役割が非常に大きいわけですから、構想段階から一緒にやるというのが望ましいんです

が、現実問題として、地方公共団体の立場として、協力はするけれども、計画策定者に名

前を連ねるのは困るとか、少しフリーハンドを持ちたいとかいう判断をされる自治体もい

らっしゃいますから、当然その場合には、「住民等」の「等」の中に入りたいという地方自

治体があっても構わないとは思いますけれども、いろいろなところでできるだけ協力して

やっていくというようなガイドラインにはしていきたいなとは思っています。ただ、それ

を表現としてどこまでうまく書けるかということはあるかと思います。 

【委員】  もう１点だけ、すみません。これは単純な話で、２ページ目の住民参画手続

きの③の中で、これは全くの間違いだろうと思うんですけれども、意図的に書いているの

かどうかですが、ポツの上のほうは「住民から出された多様な意見を分かりやすく整理し」、

下のほうは「住民等からの意見を積極的に受け付け」、この２つは、あえて書き分けていら

っしゃるんですか。 

【事務局】  それは、そういう趣旨はありません。「等」とあれを……。 

【委員】  単なる間違い。わかりました。 

【委員】  ２点ありまして、１つは４ページの委員会等の骨子のところの（２）と（３）

ですけれども、（２）の住民参画手続きの支援組織という委員会ですが、その①、②で、②
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の「住民参画手続きの実施の支援」というのが委員会というのはわかるんですけれども、

その括弧の中がよくわからないんです。「把握した意見の整理や真摯な応答のための支援

等」、この「支援」と前の「支援」とは大分違いますよね。そうすると、この括弧は要らな

いのではないかと。要は、委員会を設置すること自体が支援ですね。整理をするのは、ま

た行政当局がやる、あるいはコンサルタントがやるとか、そういう意味の支援なんですか。

そこがよくわからない。その次の（３）の技術的検討の支援組織というのは、１行目は明

確にアドバイザリーの支援ですよね。という意味ではないかと思いまして、ここら辺の表

現が、言葉の使い方が若干混乱しているのかなというのが１点です。 

 ２点目は、先ほどご説明があった参考資料を見ると、事業ごとにそれぞれフェーズがみ

んな違う、やることが違うということですから、実際は、状況に応じて適切な段階に適切

な実施方法でという表現に尽きると思うんですね。ですから、説明いただいた資料３につ

いては総論で、先ほどのガイドラインの基本的考え方の中に、事業分野ごとにさらなるガ

イドラインをつくるということですと、イメージとしては、これがあって、例えば道路の

場合には、これに付属資料がついて道路版ができる。港湾には港湾がついてというイメー

ジで考えていればよろしいんでしょうか。 

【事務局】  まず１点目の委員会等の中の支援組織の、その「支援」という言葉を十分

に練れて使っていないので、そういうお話になってくるということだと思います。ここの

（２）の中の②の「住民参画手続き実施の支援」の括弧書きの意味は、もっと具体的に言

うと、例えばそういう委員会をつくって、委員会名で公聴会を開いて、住民の方々が意見

をすると。そのときに、住民の皆様から出た意見に対して計画策定者が十分に答えている

かとか、そういうことを見守っていただくというか、委員会主催でやって、ちゃんとそう

いうことが行われているということを支援していただくとか、そういうことを若干意図し

ているということです。 

 それと整理というところが、前回は、意見の調整とか、集約という言葉まで使って表現

をしたんですが、やはり集約とか、調整はできないだろうということでいくと、こういう

意見とこういう意見、大きく分けてこういう意見が出ましたねという整理を、その委員会

の中ですることもあるのかなということで、例示として書いたんですが、十分にそこの表

現が伝えきれるような言葉になっていないのが事実だと思います。そこはもうちょっと検

討させていただきます。 

 それと委員長からお話があったように、そのプロセスもちゃんと管理するといいますか、
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ちゃんと回数を確保したかというようなことを管理ことも含めるとすると、「支援組織」の

「支援」という言葉はそこまで想像できない言葉なのかもしれないので、ちょっと考えさ

せていただければと思います。 

 もう１点の、各事業でのガイドラインとの関係はどうかということですけれども、基本

的に、順番としては住民参加のガイドラインというものができて、それに従って各事業の

計画策定プロセスのガイドラインができてきたと。一番初めにできているのは住民参画ガ

イドラインではあるんですが、住民参画ガイドラインの中に、計画策定の手続き面もかな

り踏まえたものになっているというのが事実です。 

 ですので、今回我々がつくるのは、今までのものを受けて再整理をさせていただいて、

再整理をした上で、各事業が実際にそのガイドラインに基づいてつくらなければいけない

のかどうかということを判断していただくことになろうかと思いますけれども、その辺の

ところは、時系列的に言うと、先に各ガイドラインができているところもありますので、

そことの関係は、でき上がった後、もう一度精査をさせていただく必要があるのかなと思

います。 

【委員】  どうぞ。 

【委員】  ３ページの技術的検討のところですけれども、先ほども議論が○○委員あた

りからありましたが、私の理解では、この構想段階の技術的検討、特に環境の関係は、既

存文献等を中心にして、いわば代替案の比較をそれなりに可能な範囲でやればいいだけで、

新たな調査をかなり一生懸命やるようなレベルではないと、こういう前提を私は持ってい

るんです。 

 一方で、必要性というのは大変重要なスタートラインとしてはあるので、必要性の何割

かは、上位計画等にどう位置づけられているかということで、それは定まっているものだ

から、定性的には必要性があると言えるけれども、改めてここで、ほんとうにあるのかと

いうことを、今度は定量的にどこまで示せるかということだと思うんです。 

 だから、そこの最後のところが一番のポイントになってくると、定量的にどこまでここ

で示すのかということが、各分野でどのぐらいのことを想定されているのか、あるいはや

らなければいけないのか。それが、まさに先ほど議論になったような技術基準等に基づい

てどこまでやるかについて、これは個別事業法と各分野で違うと言っておられるけれども、

そうは言っても、構想段階というのは、今、申し上げたようなレベルのところだから、あ

る程度粗くやっていかなければいけない。それを、行政だけがそう理解しているとだめだ
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から、多くの方にもそういう理解をしてもらって、今まで内部検討で全く示せなかったこ

とと比べたら、圧倒的に透明性が上がって、あるいは説明責任も上がっているという中で、

しかし、そのレベルではこの程度しかはっきりはできないけれども、代替案をこの段階で

選ぶには、ある程度十分な情報としてやりましたよという、この根拠をきっちり示せるこ

とが大変重要ですね。 

 だから、基本的には何がその中で情報として出せるかというところまで議論しておかな

いと、ここがそういうふうにあいまいなままだと、結局ここがもしも十分に出ていかない

とすると、この部分は非常に不信感というか、国民の方や利用者の方から問われるところ

ですね。だからできるだけ、コンサルタントと行政の方の相談はもちろん出さなくていい

と思うんですけれども、どこまで出せるかということについて議論しておかないと、この

全体のガイドラインは、そこに非常に弱点を持ってしまうという心配があるものですから、

だからもう１回だけ、前提としては、この段階でものすごく調査なり何なり全部やって、

大変な分析をやって出さなければならないという認識を、私は持っていないんですが、そ

ちらは持たれているんですかというところを確認したいと思います。 

【事務局】  ご指摘のところは、３ページの技術的検討の（２）の技術的検討の実施、

データというところになるんですが、まず、「検討に用いるデータは、検討目的に照らし質

量ともに適切なデータを用いるものとし」という、「検討の目的に照らし」というのは、委

員が先ほどおっしゃられた、構想段階での検討だということなので、そのレベルでやらな

ければいけないよということをここで言っているつもりなんですが、そこをもうちょっと

書き込んだほうがいいのかもしれないということと、あと、その中でも、計画の必要性で

あるとか、住民が関心を持っている、この生物に対しての検討だとかというものについて

は、やはり新たな調査が発生することもあるでしょうということで、「データの収集に配慮

する」と書かせていただいております。ですので、○○委員がおっしゃられた趣旨で我々

も考えておりますので、そこのところはもうちょっと表現できるように検討したいと思い

ます。 

【委員】  関連するところで、まさに、今、○○委員がおっしゃったように、データと

いうものが、実際に評価をする段階で極めて制約条件になってきて、生態系なんかは、デ

ータがないから評価しないというプロセスが、今までは、特に計画アセスの段階であるわ

けです。そうすると、一方で構想アセスなので、文献調査だけで、極めてディスクリプテ

ィブに、記述的に述べるだけでいいのか。多分それだと、まさにおっしゃったような客観
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性、合理性が担保されないということがありますので、そうすると、このあたりの適切な

データというところは……、ただ、このプロセスは、今、おっしゃったような形で、この

評価の段階で個別に調査事業を起こすという趣旨ではないだろうと思うんです。といいま

すのは、大体が非常に幅広くなっているはずですので。 

 そうすると、じゃあ、どうやるかというと、ある程度、国土交通省さんのイニシアチブ

なり、あるいは省庁間連携のイニシアチブで、こういった基本的なデータを構築すること

が、実はこういうことがほんとうに生きてくるためには必要な気はしておりまして、それ

をこの中のどこで言っていただくのかということで見ると、一番最後のその他の留意事項

の骨子の（１）評価結果等活用のところに、データはむだに使わないようにしましょうね

ということをお書きになっていらっしゃいます。このようなところで、データ構築につい

ては、各自治体との連携のもとで基本的なプラットフォームのあり方等を検討するみたい

なことが一文あるかないかで、そこへの踏み込み方が違ってくるような気がしています。

何かそういった一文も含めてご検討いただければという気がしておりました。 

【委員】  私の個人的な経験から言いますと、これは非常に大事な論点ですね。技術的

検討の内容には、いろいろなスペクトルのものがあります。簡単に検討すれば事足りると

いう話から、大和北道路のＰＩ事例の場合、埋蔵文化財に関する専門的委員会を先行的に

実施していた。技術的検討の中には、非常に専門的なものもある。技術的検討の必要性と

内容は、事業によって随分千差万別に異なってきます。 

 ただ、言葉で「技術的検討」というのが、何か狭い範囲の中だけで議論しているという

印象を免れない。技術の検討だけをしているのかという誤解が生まれるので、表現をもっ

と一般性をもつゆおな言葉に代えた方がいい。「専門的検討」という表現がいいかどうかわ

かりませんが、「技術」だけではない場面も出てくると思いますので、お考えいただければ

と思います。 

【事務局】  その点についてはご指摘のとおりで、資料２の定義のところの最後に技術

的検討という部分を設けさせていただいていて、「ここで『技術的検討』は、科学技術分野

だけでなく、社会学・経済学等の人文科学分野の専門的な検討を含むものとする」という

ことで、幅広いものだということをどういう言葉で表現すればいいのかということを悩ん

でいましたので、そこはもう一度、ご指摘を踏まえて検討を進めたいと思います。 

【委員】  じゃあ、いかがですか。もうよろしいですか。 

 それでは、どうもありがとうございました。本日の各委員のご意見を踏まえて、ガイド
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ラインの検討を進めていただきたいと思います。 

 次回の進め方を含めて、今後のスケジュールについてご説明をよろしくお願いいたしま

す。 

【事務局】  お手元に資料４をお出しいただければと思います。計画策定プロセスガイ

ドライン策定スケジュール（予定）ということで、きょうが第３回目の研究会、８月２９

日ということで、基本的な考え方と骨子案を示させていただきました。今、日程調整表を

お出ししておりますが、１０月ごろに、きょうの意見を踏まえた原案をご提示させていた

だきたいと思います。原案提示の後、ガイドラインについてのパブリックコメントを実施

して、第５回目でガイドラインの案を策定するというスケジュールで進められればと思っ

ております。今回お示ししたものは骨子でございますので、次回については、ガイドライ

ンの体裁を整えたものでご提示ができるということで考えております。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございました。それでは議事進行を事務局へお戻しいたします。 

【事務局】  それでは、委員長、ありがとうございました。 

 本日の議事概要でございますけれども、後日、委員会の皆様に議事録を送付させていた

だきまして、名前を伏せた上、ご了解の後、公開をいたしたいと思います。きょうは委員

お二人がお休みでございますので、各委員にはご説明に行って、ご意見を伺ってまいりた

いと思います。また、きょう、意見の追加がございますれば、２週間後でございますが、

９月１４日までに、事務局のほうにファクス、メール等でご意見をいただければ、それも

反映させていただきたいと思っております。 

 また資料でございますが、もしあれであれば、置いておいていただければ、また郵送さ

せていただきたいと思います。 

 では、次回の委員会は１０月の開催を予定しておりますが、日程調整については、今、

お書きいただいていますものを踏まえまして、また後日、ご連絡をさせていただきたいと

思います。 

 本日は、熱心なご議論をありがとうございました。これにて閉会をさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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